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■木津川上流部会意見交換会（2005/9/12）議事録 

〔午後 ２時 ０分  開会〕 

○庶務（みずほ情報総研 鈴木） 

 皆様、お待たせいたしました。定刻となりましたので、これより淀川水系流域委員会第３回木津

川上流部会を開会させていただきます。司会進行は、庶務を務めさせていただいておりますみずほ

情報総研の鈴木が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入る前に配布資料の確認及び発言に当たってのお願いをさせていただきます。

まず配布資料でございますが、袋詰め資料をあけていただきまして「発言にあたってのお願い」の

下に「議事次第」がございます。「議事次第」の下に配布資料がございますので、そちらをごらん

ください。 

まず、報告に対応いたしまして報告資料１、「第２回木津川上流部会（Ｈ17.8.20）結果報告」

でございます。それから、審議に対応いたしまして審議資料１、「川上ダム建設に伴う自然環境へ

の影響について（補足説明）」でございます。それから、審議資料の２につきましては、１から11

まで11種類用意をさせていただいております。ご確認ください。それから、その他に対応いたしま

して、その他資料としてスケジュール、それから参考資料２点でございます。不足等がございまし

たら庶務までお申しつけください。 

なお、本日の資料でございますが、審議資料の１、それから審議資料の２－11、こちらの２点が

本日用に河川管理者からご提供いただいている資料でございます。また、審議資料の２－２でござ

いますが、こちらにつきましては第42回委員会資料、こちらがＡ３でございましたものをＡ４にさ

せていただいておりまして、これは新たな資料ではございませんのでご注意ください。それから、

机上資料でございますが、平成15年12月、17年１月の意見書等を置かせていただいておりますが、

委員の皆様の机上には委員の名前が入りましたピンク色のファイルがございます。こちらは「川上

ダム建設に伴う自然環境への影響について」ということで、こちらはお持ち帰りにならないように

お願いいたします。 

それから、発言に当たってのお願いをさせていただきます。発言いただく際は、オレンジ色の

「発言にあたってのお願い」をご一読ください。発言の際には必ずマイクを通してお名前をいただ

いた上で発言いただきますようにお願いいたします。本日は一般傍聴の方にも発言の時間を設けさ

せていただく予定でございます。ご協力をよろしくお願いいたします。携帯電話につきましては、

電源をお切りいただくか、マナーモードに設定をお願いいたします。 

本日の部会は３時間ということで予定しておりまして、17時に終了の予定でございます。 

それでは早速、川上部会長、よろしくお願いいたします。 
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■木津川上流部会意見交換会（2005/9/12）議事録 

○川上部会長 

ただいまから第３回木津川上流部会を開催させていただきます。 

まず、きょうご来場の皆様方、それから河川管理者の皆さん、委員の方々にもお断りしておかな

ければならないことがございます。 

この木津川上流部会は８名の委員で構成されております。しかし、きょう３名が海外出張、２名

が国内出張ということで、きょうこの 前列に並んでおります３名しか部会委員が集まっておりま

せん。淀川水系流域委員会の全体の委員といたしましては、きょう現在11名出席で、あと２名ない

し３名がおくれて到着という予定でございます。そういうことで部会といたしましては、まことに

申しわけございませんが、定足数に達しておりません。そういうことで、まことに恐縮でございま

すけれども、きょうは委員間の意見交換会という形に急遽切りかえさせていただきたいというふう

に思っております。 

とはいうものの、多くの傍聴者の方々がいらっしゃる前で公開で議論を行うということに意義が

あるというふうにご理解をいただきたいと思っております。そして、運営の方は皆様のお手元にお

配りしております記事次第に従って部会に準じて行ってまいりたいと思いますので、その点何とぞ

よろしくご了承のほどお願い申し上げます。 

では、まず 初に、河川管理者からの報告ということでお願いいたします。パワーポイントをお

使いになりますね。 

〔報告〕 

１）第２回木津川上流部会 結果報告について 

○川上部会長 

済みません、失礼しました。庶務からの報告事項がありますね。済みません。議事要旨の報告を

お願いいたします。 

○庶務(みずほ情報総研 篠田) 

お手元の報告資料１は、前回８月20日に開催されました第２回木津川上流部会の結果報告になり

ます。 

前回の木津川上流部会につきましては１時間の会議時間でしたので、岩倉峡の流下能力の検証の

進め方、及び河川環境の保全整備と川上ダムの建設についての２項目に審議内容を限定しまして、

川上ダムの調査検討に関する河川管理者との意見交換を行いました。 

審議内容につきましては、１枚目の２の審議の概要に記述しております。①の「岩倉峡の流下能

力の検証について」は、川上部会長より岩倉峡入り口部での4,000ｍ３の流量と水位の関係の検証
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が上野盆地の治水問題検証の原点になっているとのお考えを示され、河川管理者の流下能力の検証

方法について質疑応答の方で意見交換されております。 

次に、②の「河川環境の保全・整備と川上ダム建設について」ですが、河川管理者からの提供資

料であります「川上ダム建設に伴う自然環境への影響について」の資料にあります水質予測モデル

による解析結果について、河川管理者の方から公開されました解析のデータをもとに解析結果の検

証を村上副部会長が行われまして、この説明を中心に意見交換されております。 

なお、村上副部会長が検証されました資料は、本日の配布資料の２－12に添付しておりますので

ご確認ください。 

また、この審議項目におきましては、河川管理者が実施しておりますオオサンショウウオの生態、

生息繁殖環境の現地調査及び保全対策検討のための移転試験の追跡調査の検討内容につきまして委

員からは調査の方法、評価方法についての意見が出され、その要点についてここでは記述しており

ます。 

以上、簡単ですけど、審議内容の説明を終わらせていだきます。以上です。 

○川上部会長 

はい、ありがとうございました。 

〔審議〕 

１）川上ダム建設に伴う自然環境への影響についての補足説明（河川管理者） 

○川上部会長 

今、報告のありました川上ダムに関する自然環境への影響についてきょうは河川管理者の方から

補足説明があるということでございます。 

では、お願いいたします。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

川上ダムの恒吉でございます。貴重な時間をいただきましたので、今からスライドを使いまして

説明をいたします。私が今から説明する内容は、前回第45回委員会で環境について口頭で説明をさ

せていただきましたが、再度その部分をスライドに整理をいたしましたので、それについて補足説

明という形で説明をさせていただきたいと思います。 

第42回の委員会審議資料１－５－２でございます。「川上ダム建設に伴う自然環境への影響につ

いて（補足説明）」でございますが、これは私どもが持っている川上ダムの３つの環境委員会への

指導・助言の結果を踏まえたものでありまして、河川管理者が現時点までの検討結果を取りまとめ

て作成したものであります。今後は詳細な軽減策の検討、モニタリング、軽減策の効果の検証など
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を継続して実施していくと、こういう予定でございます。 

川上ダムにおける環境に関する各種の委員会の目的、先ほど３つと申しましたように、「川上ダ

ム自然環境保全委員会」、そして「川上ダムオオサンショウウオ調査・保全検討委員会」、「川上

ダム希少猛禽類保全検討会」、こういうものをそれぞれお示しした設置年に設立をしているわけで

あります。各種委員会は川上ダム建設に伴う自然環境への影響を総合的に評価し、適切な保全対策

の指導・助言を行うものであります。つまり、ダム事業者である水資源機構と一緒になって適切な

保全対策を考えていこうと。このような趣旨の委員会であります。 

さて、オオサンショウウオへの影響につきましていろいろとご質問が出されているところでござ

います。そこで、今からオオサンショウウオへの影響についての補足説明を行います。この部分が

どのような調査をし、どういう検討結果を得たかというところを１枚でまとめました。 

川上ダム建設による主な影響、私どもが考えた影響でございます。１つは貯水池がつくられる、

貯水池が生ずることによって生息環境の改変あるいは消失というものが起きる。あと１つは、貯水

池、ダム堤体によりまして、前深瀬川と川上川が分断される。これが２つ目。３つ目には、ダム堤

体によってその堤体を境にした上下流の分断があると。こういう現象が生じるわけです。このこと

につきまして各種調査をし、委員会などを開いて助言をいただいて検討してまいりました。 

検討の結果であります。ここでは①から④、４点でまとめました。検討の結果１つは、前深瀬川、

川上川の湛水予定区域の上流域においてそれぞれ生息しており、引き続き繁殖活動は継続されると

考えられますということ。２つ目は、ダム堤体により移動が分断される個体はほとんど確認されて

いませんということ。３つ目には、ダム堤体下流域においても上流域よりは確認個体数は少ないけ

れども、下流域内で継続的に繁殖活動を行っていると考えられるということ。４つ目には、湛水区

域内の個体については移転させるという計画であります。これが検討した結果を４点に取りまとめ

たものであります。 

今からその検討はなぜこういう結論に至ったかということについて簡単に説明をしたいと思いま

す。 

まず、前深瀬川と川上川上流域での繁殖活動の影響についてであります。委員の皆様には紙ファ

イルの非公開資料がございます。これの101ページの成体の確認状況と102ページの幼生、繁殖巣穴

の確認状況、この部分を合わせてごらんをいただければありがたいと思います。 

前深瀬川流域と私は申しますが、この前深瀬川流域というのは、前深瀬川と川上川、この２つで

構成されております。この河川延長37.5kmに対しまして、湛水予定区域は河川延長で5.2kmの約

14％であります。その区域の生息環境が改変及び消失しますけれども、湛水予定区域の上流の範囲、
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この部分は改変されません。 

この表でもお示しをしましたが、前深瀬川流域には幼生を69地点で確認してます。この表には書

きませんでしたけれども、卵塊、いわゆるふ化する前の卵の状態です。これも４地点確認しました。

繁殖巣穴も15カ所確認をしております。また、繁殖巣穴では８年間で延べ30回の繁殖をしたという

ことを確認しております。 

さらに、幼生の確認地点から私たちが見つけていない未確認の繁殖巣穴もあるものと考えており

ます。そのうち湛水予定区域以外の繁殖巣穴、今先ほど言ったのは全体ですが、それは11カ所でご

ざいます。この11カ所で延べ24回の繁殖が確認をされ、年平均３カ所において継続的な繁殖を確認

しているということであります。このようなことから、いわゆる貯水池になるところの一部で繁殖

の場が縮小されるものの、流域全体での繁殖活動は継続されるというように考えたものであります。 

次にダム堤体による分断及び繁殖活動の影響について説明をいたします。これも委員の皆様、非

公開資料104ページ、105ページの移動状況もあわせてごらんをいただきたいと思います。 

平成８年度からの再捕獲による移動調査によりますと、ダム堤体をまたぐ移動、ダム堤体を境に

しまして上流にいるものが下流に行く、あるいは下流にいるものが上流に行くと。こういう移動は

132個体中２個体しか確認がされておりません。また、全体の約８割の個体の移動は約200ｍ程度で

ありまして、定住の傾向が認められるということがわかっております。 

下流部でございます。ダムよりか下流部でございますが、前深瀬川下流域では繁殖巣穴２カ所の

うち、既に現時点でも河床変動によって１カ所の繁殖巣穴は消滅していますけれども、26個体の成

体と９地点の幼生を確認しているところでありまして、この下流域においても繁殖活動は継続的に

行われているというふうに考えております。 

次に、湛水予定区域に生息する個体への影響について説明をいたします。 

 湛水予定区域では、100個体が確認をされております。これらの保全対策につきましては、移転

を考えております。移転に当たっては、適切な移転場所の選定を行い、移転試験を実施して検討を

しております。移転試験では、生息密度の異なる場所への移転や追跡調査なども行っております。 

移転試験の結果でございます。移転後に再捕獲された個体の体重は、おおむね増加しております。

また、個体の移動は自然分布状態での移動と大きく変わるものはなく、定着を確認しております。 

また、いろんなところでの意見もございました。移転試験をした50個体のうち18個体しか確認さ

れていないけれども、非常に少ないのではないかということでございましたが、自然の状態での確

認、私どもは21％を確認しておりますが、この50個体中の18個体は36％でございました。自然の河

川の状態でのオオサンショウウオの確認、これは非常に難しゅうございます。そういう意味で私ど
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もの長年の経験では、この36％の確認というのは非常な努力量であるというふうに思っております。 

平成15年度からは移転先での繁殖を目指しまして、川上川上流域において人工巣穴も設置を含め

て河川環境の改善を行いながら移転試験を行っております。移転場所でもモニタリングをしており

ますけれども、５カ月間人工巣穴を利用していたことも確認をしております。保護池の人工巣穴で

も３年間繁殖するのにかかりましたので、人工巣穴になじむのには相当な時間が必要なのかなと考

えておりまして、引き続き移転場所の繁殖巣穴での繁殖の可能性につきましては、モニタリングに

よって検証していきたいというふうに考えております。 

以上がオオサンショウウオでございまして、次にオオタカについての影響についてご説明を申し

上げます。 

オオタカへの影響についてでありますが、オオタカの繁殖期行動圏の内部構造でございます。委

員の皆様、非公開資料の106ページの繁殖期行動圏、また107ページの出現頻度をあわせてごらんい

ただければありがたいと思います。 

これまでの定点観測、これは前々回も説明いたしましたけれども、平成８年から平成16年７月ま

で44地点を定点としてそこで観測をしております。293日間、延べ1800人の調査員によって観測し

ているのを定点観測というわけでございますが、定点観測による生息や繁殖に関する行動及び営巣

木調査により、繁殖期行動圏というものを設定いたします。そして、出現頻度をメッシュ解析して

つがい数を推定しているわけですが、川上ダム周辺には６つのつがい、今絵に示しておりますよう

に、Ａ、Ｂ、ＣからＦまでの６つのオオタカが生息していると考えております。そのうち、ダム実

施の予定区域に繁殖期行動圏が重なるつがいは、Ａ、Ｂ、Ｃの３つがいでありまして、３つがいに

ついての影響予測を行っています。 

これは一般的な概念図でございますが、繁殖期行動圏の内部構造というのはどんなふうになって

いるかということであります。先ほどの絵で繁殖期行動圏がどういうふうになっているか、ダム事

業区域との重なりぐあいはどうかというふうに言いました。この繁殖期行動圏というのは、絵で見

てもらっておりますように、低頻度に利用するえさ場でございます。これの一番外枠をずっと囲ん

だものが繁殖期行動圏と呼んでおります。その中には採食中心域で主なえさ場になっているところ

と営巣木や監視どまりがある営巣中心域というふうに内部構造が分れております。繁殖期行動圏と

いうのは、つがいで重複することがあったわけで、先ほどもＡ、Ｂというのは大分重複をしており

ましたけれども、この営巣中心域というのはつがいごとに独立しております。 

非公開資料の108ページの営巣中心域と変更された道路の計画路線も合わせてごらんをいただき

たいと思います。 
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ダム事業の影響を受けるＡ、Ｂ、Ｃ３つのつがいは、いずれもこのダムサイトとして工事を行わ

れる場所からは営巣中心域は外れております。図に示すように、付け替え道路や建設発生土受け入

れ地の計画が営巣中心域に重なることがこの調査の結果、判明をいたしました。そこで、私どもは

この営巣中心域から回避するような計画変更を行ったと。つまり、建設発生土の受け入れ地をこの

場所から外したと、営巣中心域から外したということ。そして、道路ルートの近くを通るというこ

ともわかりましたので、道路ルートも少し外しました。そういうことでこの営巣中心域の場という

のを改変しないという方針でありまして、このことによりまして繁殖期活動の影響を軽減するとい

う措置をとったわけであります。今後も継続的にモニタリングを行い、繁殖活動に影響がもし考え

られた場合には、専門家の指導、助言なども得ながら工事の一時中断というのも行いながら、保全

対策を行っていく考えであります。 

次に水質について補足説明を行います。 

貯水池の富栄養化対策でございます。貯水池の富栄養化対策としては、浅層曝気を検討しており

ます。平成元年から10年までの予測結果によりますと、クロロフィルａあるいはリン濃度というの

がＯＥＣＤの基準で申しますと、富栄養化段階の指標で中栄養となるというふうな説明をいたしま

した。 

そのため、貯水池では部分的なアオコの発生等は予想されるというふうに考えております。ここ

でも委員の先生からもご指摘がありましたが、いわゆる予測の精度の問題もございました。私ども

も決して予測の精度というのはぴったり合うというふうには考えておりません。ただ、今の技術水

準で私たちができるのはここら辺までであったということであります。 

それで、この中栄養湖でございますが、そこでも隣にあります青蓮寺ダムなどでもアオコなども

発生をしている事実もございますので、同程度の水質であるこの川上ダムにおいてもダム貯水池に

なった後、アオコの発生等はあるだろうと考えております。 

ただ、水道用水の取水はダム湖からの直接取水ではなくて、下流での取水、他の流域も合わせて

の取水でございますので、水道用水において蛇口の方で水質障害が発生するというようなことはな

いだろうと、このように考えております。 

続きまして、貯水池の富栄養化対策を実施しております高山ダムの事例で説明をいたします。富

栄養化対策としての浅層曝気については、近隣の高山ダムでは浅層曝気設備を、この絵では赤い丸

をつけておりますが、４基設置をして水質の改善に努めているところでございます。 

これは浅層曝気の絵と写真は運転をしているところでございます。浅層曝気設備は、アオコの発

生を防ぐために設置されたものでありまして、貯水池の表層から20ｍ程度の水深部に空気を送り込
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むことによりまして水を循環させる。それで、植物プランクトンの増殖集積を抑制してアオコの発

生を防ぐというものであります。この絵に示すように、20ｍ下に浅層曝気本体を置きまして、そこ

から空気が出るようになっています。空気と一緒に水も移動しまして、深いところから表面の方に

出てくる。表面の方に出てくると、その水は冷たい水ですので密度によって下に落ちるということ

で、ぐるぐる回って貯水池全体の状態がぐるぐる回っているという状態になるということでありま

す。 

これは高山ダムの藻類の異常発生状況と浅層曝気設備の運転状況を図に示しております。ここで

は、藻類の異常発生の状況を赤、淡水赤潮、ペリディニウムだと思います。で、アオコを緑でかい

ております。ミクロキスティスなどであります。これは1987年からのデータになってございます。

ごらんとおり、2003年、2004年の初めまでこのように発生をしておりました。その下に曝気循環設

備の運転状況というのを書いております。１基、２基、４基というふうにしておりますが、浅層曝

気設備は2002年より順次運転を開始して、2004年に当初目的であった４基を設置し、連続稼動をし

ているものであります。この４基の運用を2004年に開始してから今日までアオコの異常発生は確認

をされていないということが結果として報告されました。このことから浅層曝気はアオコ対策に効

果があると。このように考えております。 

大事な時間をとってしまいましたけれども、以上で補足説明を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○川上部会長 

はい、ありがとうございました。 

２）川上ダムの調査検討内容に関する河川管理者との意見交換について 

○川上部会長 

では、これより審議に入ってまいりたいと思います。審議と申しましても、先ほどお断りいたし

ましたように、委員会の意見交換ということでございます。今、河川管理者からいただきました報

告もこの意見交換の中で参考にしながら進めていただきたいと思います。きょうの検討の順序でご

ざいますけれども、治水、利水、環境、そして一番 後に一般傍聴者からの意見聴取という順番で

進めてまいりたいと思います。 

きょう配布されております検討項目は、河川管理者が委員会に提出されました調査検討のとりま

とめの川上ダムの部分から抽出したものでございます。治水といたしましては、①から⑥まで論点

が記載されております。 

まず、岩倉峡上流域の浸水被害の軽減対策についてということで、これまで委員会からの提案な
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どによりまして検討されてきた川上ダムの代替案を含めた浸水被害の軽減対策ということについて

ご意見を承りたいと思いますが、きょうのこの意見交換の趣旨は、委員会が現在取り組んでおりま

す河川管理者の調査検討に対する意見書の作成、この意見書の中にどのように委員会の意見をまと

め、集約していくかということを念頭に置いていただいて意見交換を進めていただきたいと思いま

す。 

川上ダムの代替案といたしましては、既設遊水地の掘削案、遊水地の新設案、それから新設遊水

地の掘削案、放水路案、流域対策案、こういう案が検討されてまいりました。さらに、それらの有

効性の比較、費用対効果など河川管理者の方で検討されたものが報告されております。また、代替

案以外にも治水の本筋といたしまして堤防強化、河道掘削、それから狭窄部の部分開削などが検討

されております。この代替案あるいは、この治水の本筋としての事柄の検討を通じまして、委員も

河川管理者も治水の本質を一から考え直して、そしてその多様性や可能性を模索してきたことは大

変有意義であったというふうに考えております。 

この成果をどのように意見書に反映するかということでご意見を承りたいと思います。どなたか

ご発言をお願いいたします。 

○村上興正委員 

議事の進め方ですが、 初に今、川上ダム建設に伴う自然環境への影響についての補足説明を受

けたんですね。その議論は一番 後になるわけですか。 

○川上部会長 

ええ。治水、利水、環境の順番で進めてまいりたいと思いますので、環境のところで先ほどご報

告のあったことを含めてご意見を承りたいと思います。 

○村上興正委員 

それやったら、説明を後ろにしてほしいですね。説明を受けたときの方がやはり印象に残ります

からね。議論としてはそうだろうと思います。 

○川上部会長 

では、そのように進めてまいりましょうか。環境からいきますか。よろしいですか。 

○村上興正委員 

やはり後になりますと印象も薄れますし、データも忘れますし、また出してもらうということに

なりますよ。 

○川上部会長 

では、村上委員のご意見を取り入れまして、逆転いたしまして環境から進めてまいりたいと思い

-9- 



■木津川上流部会意見交換会（2005/9/12）議事録 

ます。 

川上ダム建設に伴う自然環境への影響についてということで、大きく分けまして水質の問題、そ

れから貯水池周辺環境への影響ということで生態系の問題、大きく分けて先ほどご報告のありまし

たようにオオサンショウウオの問題とか、それからオオタカの問題、それ以外にも普通種のことも

もちろん考えなくちゃいけないわけですけれども、では、これについてご意見を承りたいと思いま

す。 

村上委員、まずお願いいたします。 

○村上興正委員 

ええ。まず、オオサンショウウオのことですけどね。前回の議事録に抜けているんですが、私の

質問した点が全然回答されてません。 

私の言ったのは、要するにダムによって分断されることは明らかであると。だから今、川上川の

上流域の個体群と前深瀬川の流域の個体群との２つのものが分断される。したがって、その分断さ

れた残りの個体群は、そこで絶滅しないで安定的に維持、増殖できるかというのがポイントなんで

す。そしたら、これを考えるには一体どれだけの個体群が川上川の上流域、それからサーチャージ

ャー水域から上流域にどれだけの個体がおって、それがその後維持できるのかというところを一番

問題にしなきゃならないんです。前深瀬川でも同じです。 

そしたら、まず問題になることは、そのポピュレーションサイズがどれだけであって、動植物が

どうだからここは守ると、要するに絶滅しないでやっていけるということを検討しなきゃならんの

に、その部分の検討が全く抜けてます。絶滅の問題を考えたときに、今議論されているのはポピュ

レーションサイズが小さ過ぎれば非常に問題だと。かつては、遺伝的なやつで有効個体群というの

は500個体というのが通用したんですが、今はそうじゃなしにいわゆる個体群の変動みたいなこと

を考慮に入れますと1000個体必要だという話になってます。それをずっと来てても500個体は 低

いなければ大体もたないという話になってまして、その辺のところがクリアされているかどうか。 

上流域でそういうポピュレーションが維持できるためには、当然そこの増殖率とか死亡率を調べ

ないといかん。そういったものが調べられているのかどうか、そういったことについてどうなんで

すかという質問やったんです。だから、湛水域のやつを移動させて言うたって、それは余り大きな

意味はないんです。その移動させたものがどう定着して、その個体群を含めて何個体が維持される

のかということを明確にしなきゃならんというのが第１点。 

それから、上流域から要するに中小洪水、大洪水もそうですが、攪乱が起きたときにオオサンシ

ョウウオというのはよく下流部に流されるんです。それで、流されたやつは連続している場合はど
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んどん上がってこれるんです。 

ところが、今みたいにダムがありますと、それは上がれない。ダムに入った個体はどうなるのか

ということがやはり次の論点。そしたら、そいつはもう一回湛水域に入って戻っていくのか、そこ

から落ちていくのかといったことに対する予測はどうなのか。 

従来やったら、流されたやつは、もちろん流され過ぎて例えば桂川の下流でオオサンショウウオ

がよく見つかって、そいつを清滝川に持っていった。私も持っていったことがありますけどね。そ

ういうことが起こるんです。それは通常起こるんですが、例えばそういった問題がどの程度起こる

のかといったことが問題になるわけですよ。 

その点についての先ほどの問いかけが４つありましたけど、その４点以外のことが書かれていな

い。だから、その点について検討してほしい。きょうは無理だと思いますから。そういう意味です。 

○川上部会長 

検討がまだ不十分であると、以前質問したことについての答えができていないということでござ

います。 

河川管理者、発言されますか。どうぞ。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

済みません。川上ダムの恒吉です。 

質問でございます。まず、河川ごとにどのぐらいいるのか、貯水池の上流でどのくらいの個体の

生息を確認しているのかということでございました。先ほどパワーポイントの４ページのところで、

前深瀬川、川上川上流域での繁殖活動への影響ということで表をお示しいたしました。ここでは不

十分だと、こういうことであるかもしれません。 

ここでは、湛水予定区域とそれ以外というふうに分けております。この分け方につきましては、

その湛水予定区域とそれぞれ前深瀬川の下流あるいはダムを境にしまして上流の前深瀬川、それぞ

れ川上川というふうに巣穴や、あるいは確認をしている生態の数についても当然調べております。

きょうは、例えば下流にどれだけの巣穴があってと細かく書いてしまいますと、いろいろと厄介な

問題があるかもしれないということでこういう表にしておりますけれども、この部分は調べており

ますので個別に説明をさせてください。 

あとは、その推定でございますが、推定の方法につきましてもいろんな方法で推定はしておりま

すが、これにつきましてはなかなか見つけにくい、再捕獲がしにくい個体でございますので、推定

をするのが非常に困難でございましたが、この部分につきましても、村上委員からもこの間その推

定方法についても詳しく教えていただいたところでございますが、私どもが推定している方法では
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400から1,800ぐらいが推定されるというふうに前回ご報告したわけでございますけれども、これに

つきましても推定式をいろいろと考えるとまだ違う数字も出てまいりますので、この部分について

も今後、こういう場合にはこういう推定式をとるべきだということをさらに検討して、推定をして

いきたいと思っております。 

あと、流された場合のことでございます。これも例えば、大出水があって上流個体が下流の方に

流れていくということでございますが、私どもこの間の洪水などを見てみますと、それほど流れて

いるという実態はありません、確認をしておりません。それぞれ小さい堰が幾つもございます。そ

ういう堰の影響もあるのかもしれません。また、昨年あった円山川での大出水などのような大出水

があるという場合にどうなのかということについてでございます。これについては私ども、そこま

で推測することはできません。 

ただ、円山川でどうだったかということについては、新聞報道などもありますのでわかっており

ます。私ども考えますには、流速４ｍ、５ｍで流れてきますが、貯水池になりますとその流速は数

cmになるわけでございます。そうしますと、オオサンショウウオは泳ぐことは可能ですので、流速

が少なくなれば泳げるのではないかというふうに専門の先生からのご助言もいただいているところ

であります。 

以上であります。 

○村上興正委員 

いいですか、１点だけ。 

○川上部会長 

はい、村上委員、どうぞ。 

○村上興正委員 

要するに、３つの個体群に分断されるわけですね。川上川上流域の個体群と前深瀬川上流域個体

群と、それからダム下流の個体群と。その３つの個体群のおのおののポピュレーションサイズを推

定して、それの増殖率を計算して、それでそこで個体群として維持できるかどうかという検討をし

てください。それだけのことです。次回で結構です。 

○川上部会長 

その推定をするベースになるのは、実際の調査の個体数によるわけですね。 

○村上興正委員 

標識採捕のデータありますね。個体に印をしてますから、そのデータで。普通やったらジョリ

ー・セーバー法とかいろんな方法があるんですよ。そういったものを使いますと、要するにポピュ
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レーションサイズが推定できるという方法がありますので，やれば。畑川ダムは同じようなデータ

だったんですが、それで解析して推定値が出てます。 

○川上部会長 

先ほど河川管理者のご報告では、50個体を上流側に移転して18個体定着を確認したというお話で

したけれども、確認が非常に難しいというお話もありまして。 

○村上興正委員 

これも本当は発見率がそれで割らないと実際のポピレーションのサイズにならないですね。見つ

けた個体というのは、ある確率で見つかっているわけですよ。そしたら、そういうものを推定して、

一体そこに何匹定着したのかということを考えないとあかんのですよ。そういった推定もされてま

せんしね。単に、要するに標識採捕の率と発見率の比較をして、自然の場合の採捕率の差という話

で、それがちょっと高いから定住が高いという話になっているだけです。これはかなり飛ばしてま

すので、そういった検討が必要であるということです。 

○川上部会長 

前回の木津川上流部会では、西野委員からＤＮＡの問題についても質問といいますか、意見があ

ったんですけれども、その点についてどうでしょうか。 

○村上興正委員 

これは先日会議が終わったときにお会いしまして、今質問しているところです。例えば、きっと

９個体を調べられているんですが、こちらの聞きたかったことは川上川上流域と前深瀬川上流域の

個体群の遺伝的構成に変異があるのかという話なんです。その中に全く変異がない、９個体とって

おられるのでそのサンプルサイズがどっちを何個体というのはわかりませんが、その結果をおのお

の見て、それが変異がないということになれば、この前は大ざっぱに流域系全体で変異がないとい

う話だったんです。そうしますと、それは交流が起こっているということになんです。だから、そ

ういう意味ではその交流の分断ということが影響してくる。当然、それは今の範囲ではまだ調べら

れていませんが、一たん流れ下って片一方に上がるやつも出てくるかもしれないし、そういった交

流が起こっていると思うんですね。本当はそこをちゃんとすべきなんですけどね。今のところは単

純な質問で、本当に差があるのかないかのということをちゃんとした結果が欲しいというところを

言っています。 

○川上部会長 

河川管理者の方では、今のご意見等も踏まえて継続して調査をしてくださるということですね。 
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○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

この部分につきましては前回、前々回ですか、も質問もされておりますし、私ども、ＤＮＡに差

異がなかったというふうに非常に簡潔に説明したわけですけれども、どのような部位でどのような

分析をしたのかというような質問もございました。例えば、一番 初に、ＲＡＰＤ法による分析も

やりましたし、その次にはＰＣＲダイレクトシークエンス法による分析、そして高頻度反復配列を

用いた検出法による分析と、こういうものをやったわけであります。そして、それに使った検体に

つきましては、前深瀬川水系を９個体使いました。そしてまた、赤目の滝川産について２個体をや

りましたし、兵庫県の方の３個体についてやったと。また、岐阜県の各務原の木曽川の方の１個体

についてもやりました。京都大学の方で検討していただいたわけであります。この結果から、近畿

地方のＤＮＡに差異がなかったというご報告をしたわけであります。今、また村上委員の方から、

前深瀬川水系山の９個体について、９個体はそれぞれ前深瀬川と川上川でどうだったか、どれどれ

の個体でどこが同じだったか、どこがどういうレベルまで同じだったかということのご質問でござ

いますので、この部分につきましてはまた個別に説明をしたいと考えております。以上です。 

○川上部会長 

 ほかにご意見ございませんか。 

 はい、田中委員お願いします。 

○田中委員 

 私も鴨川でオオサンショウウオにかかわりましたことからの意見ですが、今、村上委員からのご

質問があったんですが、川上ダムがもしできてダム湖が洪水で満水になるような濁流が上流から入

ってきますと当然、流されると思われます。流されてダム湖に入ったときに、ダム湖内でのオオサ

ンショウウオの生態というのはわかってないんですよね。先ほど、流水がほとんどないから泳ぐだ

ろうとおっしゃったですけど、そんな単純なものじゃないと思います。オオサンショウウオにとっ

ては暗黒の世界にほうり込まれて、ひょっとしたらダムサイトから落下するおそれも。その確証は

ないわけですよね。洪水時におけるダム湖自体のオオサンショウウオへの影響はないと断定できな

いと思われます。 

又、オオサンショウウオは実は目がだんだん退化してきてまして、これはご専門の方も承知だと

思いますが、視力が非常に落ちてきているわけですよ。非常に短い距離しか見えないと。そういう

生態性の中で、濁った大洪水には弱いという宿命を持ってまして、ダムからのダメージは大きいと

思われます。 

それから水質について、ダム湖の富栄養化の問題ですが、ここにはそんな深刻な問題として書か
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れてませんが、どこの川でもそうですけれども、上流域の森林地帯の肥料、あるいは農耕地の農薬

問題、上流域の肥よくな土質をお調べになられたらどうか。水没溶解して上流からダム湖に入って

いくという、水質を汚染する問題なので、これはきちっと調査されたのかどうか。ここには水質、

水そのものだけはデータが出ていますけれども、土質の汚染物質のデータも必要だろうと思われま

す。 

○川上部会長 

 河川管理者、お答えください。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 川上ダムの恒吉です。まず、大洪水のときに流されないかというようなご質問でございました。

これにつきましては、大洪水の定義もございますけれども、その程度もございますけれども、土石

流となって川が動くような洪水のときに流されないという証明はできません。 

 ただ、私も先ほど言いましたように、この間の出水は当然経験をしているわけですが、その経験

の中でも、移動している距離を約200ｍというふうに説明をいたしました。そして、川上川の上流

には、中部電力が取水をしている取水堰がございます。高さ２ｍ12cmです。この上流におきまして

も約100個体ほど個体がおります。ということで、私どもが今経験をしている通常の出水ではオオ

サンショウウオは流れないように頑張っているんだなと、こういうふうに今考えております。ただ、

その程度でございます、とんでもないような異常出水があった場合にどうなるかということについ

てでありますが、そのときに私が説明したのは流速の問題でございました。貯水池というところは

流速がぐっと小さくなるところであるというところであります。今のところ、そこまでしかわかっ

ておりません。 

 次に水質の方でございまして、上流の土質ということが言われましたが、私どもが調べているの

は、土質がどういう状況であるかという、土をとって、その成分についてはやっておりません。ま

ず、貯水池ができるときにそこに流れてくる水質はどういうものであるか、これが現状の水質です。

現状の水質というのは施肥の状態や耕作の状況、あるいはそれまでに蓄積された土の状況を反映し

て今の水質が構成されているわけです。そういうことで、流れてくる水質の濃度をもって予測値に

使ったということであります。以上です。 

○川上部会長 

 水質の問題につきましてはこの後で続けてやりたいと思いますので、まず生き物のことについて

さらに何かご意見、ご質問等は。 

 今本委員、お願いします。 

-15- 



■木津川上流部会意見交換会（2005/9/12）議事録 

○今本委員 

 今本です。村上さんにちょっと教えてほしいんですけど、いろんな危惧を申されましたけれども、

それを調べる方法はあるんですか。 

○村上興正委員 

 ええ、調べる方法です。 

○今本委員 

 例えば、オオサンショウウオがダム湖に落ちてどうなるかわからんと。それをやれといっても、

やる方法がなければちょっと無理ですよ。 

○村上興正委員 

 いや、だからね、それが調査できるかどうか。どのぐらい流れているかというのが確かに１つの

根拠ですね。現在までの中小洪水あるいは今の来たやつで、一体どこにどうたまって、その移動実

態はどうだったかというのがまず整理されんとあかんでしょうね。 

○今本委員 

 それはわかります。 

○村上興正委員 

 その上で、今の話では多分、ダムをまたいでいった個体は何個体のうち２個体やからほとんど流

されないよという話をされていると思うんですよ。それが本当にどのぐらい確かなのかがちょっと

よくわからないなということです。 

○今本委員 

 なるほど。わかりました。 

○村上興正委員 

 それで、サンショウウオはそれでいいんですが、オオタカの話をしたいんですが。 

○川上部会長 

 はい、どうぞ。 

○村上興正委員 

 前回、オオタカはこの６年間で行動圏は変わらんと言われたので、そんなことはないはずだと指

摘したんですが、今のデータを見ますと明らかに変わってます。それで、同じ個体でも行動圏が変

わって、しかも営巣場所も違ってます。そういうデータが出てます。だから、これは明らかにこの

前の回答が間違い。それで、これやったら納得します。行動圏がある程度動きながら、その中でも

営巣場所を変えてます。これは予測どおりです。 
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 その上で質問したいんですが、営巣場所と取りつけ道路との距離が非常に近いと思うんですが、

普通、その距離によって工事中止どころか開発中止に至ることもあるわけですね。その辺の距離に

ついての検討はされましたか。林野庁の基準と環境省の基準と両方ありますが。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 では、お答えします。川上ダムの恒吉です。まず、営巣中心域は改変しないと。これを基本にし

ています。そこの中に計画をしていた土捨て場については計画を見直した。道路についてはぎりぎ

りでした。この表に、108ページに示しているとおりです。これにつきましては、少しでも遠ざけ

ようというふうに計画をしたわけです。私たち、営巣木から300ｍとか500ｍ、こういう数字を頭に

置いていろんな計画をやります。 

○村上興正委員 

 工事はかなり一時的なものにとまる、どのぐらい頻繁にここを使うかですけれども、とまる可能

性があるので、後はいくと思うんですが、特にＡつがいとＢつがいの道路のかかわるところの繁殖

結果が非常に悪いですね。私の持っているデータに比べたらはるかに悪い。二、三年に１回はする

のが普通なんですけど、全くとまっているんですね。これは非常に気になります。それがさらに悪

化したら、この個体群は多分、このどっちかのつがいはいなくなるだろうと予測しているんですが、

その辺が影響が軽微であると書いてあることがちょっと安易な結論にすぎないかというのが気にな

っています。 

 それで、僕らがこういうことをやるときは、道路工事のときも常にモニタリングしてて、繁殖す

るときは道路工事はしないというのを原則にしてます。その上で、ことしは繁殖をやめているんや

ったら、そこへ道路工事を影響のない範囲でやるとか、そういう配慮をしてますので、その点の配

慮はちゃんとしておいてほしいと思います。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 一言だけよろしいでしょうか。 

○川上部会長 

 はい、どうぞ。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 繁殖期、２月から８月でございますが、この２月から８月につきましては、工事をやる場合には

私どもは現地をその専門家の方に見ていただきまして、こういう場所で工事をやることがこのつが

いにとって影響があるかないかということを全部チェックをして、ここだったら大丈夫、この期間

はこの工事を外した方がいいと、こういうような指導、助言をいただきながら工事を進めていると
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ころであります。先ほどのＡとＢのつがいのことを言いましたが、 初に出しました私どもの環境

の資料ではＡとＢのその違いも書いておりました。私ども、個体識別、あるいは定点の観測、ある

いはメッシュ解析によって、６つのつがいというふうに言いましたが、これについてはテレメトリ

ーでやっているわけではありません。今私どもがやった検討で言っておりますので、そういう意味

ではＡとＢが完全に別のつがいであるということをきっちりと言い切るということではありません。 

○村上興正委員 

 はい、わかりました。僕は、ＡとＢがどうも同一個体、同一ペアでないかと見てたんです、デー

タの上から。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 それで、川上ダム建設に伴う自然環境の影響で、Ａつがいは現実にはもう繁殖していないと考え

られると。よって、特にＢつがいをしっかりとモニターしていかなきゃならないよと、こういうふ

うに書いているのはそういう意味であります。 

○村上興正委員 

 できるだけ何らかの形で、羽の欠損とかで個体識別するとぐっとデータが、ペアのどちらかの個

体を識別してください。全然違いますから。それか、テレメをつけるか。これは物すごく基本的な

データなので、このままではどこまで信頼できるのかなというのがわからない。 

○川上部会長 

 生物の方はこれぐらいで、きょうのところはよろしいでしょうか。 

 はい、では水質に移りたいと思います。村上副部会長お願いいたします。 

○村上哲生副部会長 

 村上です。配布資料の審議資料２－10の方に私の意見を書いてあります。これは８月５日時の委

員会でもって、水質に関する予測モデル、その整合性を見てみようということでもってデータを請

求いたしまして、そして解析をいたしました。ここで使われています鉛直一次元解析モデルという

のは、これはかなりあちらこちらのダムとか河口堰で使われているんですけれども、再現性に問題

があるような場合も非常にたくさんあります。したがいまして、担当者から大体おおむねに再現で

きているというふうなコメントが報告書についていたんですけども、それが果たして正しいかどう

かチェックをいたしました。まず、資料２－10の４ページを見ていただくとわかるんですけれども、

これに実測値と予測値の比較をしております。平均値だけ比べてみますと結構よく合っているよう

に見えるんですけれども、実際は分布図なんかをとってみますと余り合っておりません。 

 同じく３ページ目を見てください。これは縦軸に予測値、横軸に実測値をとったものなんですけ
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れども、水温とか比較的水温に依存するようなＤＯというのはよくこの直線の上に乗ります。比較

的、この水温、ＤＯというのは精度よく再現されているんですけれども、残念ながらそのほかの項

目、濁度、ＳＳ、クロロフィル、それからＣＯＤ、Ｎ、Ｐ、これは相当データがばらついておりま

して、ほとんど決定係数がコンマ１以下で非常に悪い精度になっております。それから、もう１つ

問題なのは、この回帰直線の傾きです。普通、予測値と実測値がよく合っておれば、その回帰直線

は１の方に近くなるわけなんですけども、例えばクロロフィルを見ますとこの回帰直線の傾きがコ

ンマ２ですから、５分の１ぐらいに低く見積もられるという形になります。したがいまして、デー

タのばらつき、それから回帰直線の傾きなんかから見ますと、とてもこれは再現できているという

ふうな結論はとれないというふうに思います。これに関しましては、既に８月20日の木津川上流部

会で口頭で報告したんですけれども、文書が出ましたので改めてここでお話ししている次第です。 

 それから、その８月20日の報告の段階では、担当者の方から湛水初期のデータを除いて、また再

計算をしてみるというふうなコメントがありました。これは湛水初期、一時的に栄養塩が溶け出す

ような現象もあるわけですから、それを除いて再度計算して、もう一度精度のいい予測結果を出し

ていただきたいと思います。 

 それから、もう１つさらに前回の委員会で、現在、木津川周辺のダム湖を水源としているような

水道で水質の異常がないものかどうか、それについて質問しました。その結果が審議資料２－７の

報告で出ております。これは既存のダム湖から水を引いている名張市の浄水場の活性炭の使用量の

統計をいただいたものです。今のところ水質には問題がないというコメントがありますけれども、

データを見ていただくとわかりますように、例えば活性炭は水のにおいを取ったりするときに使わ

れるんですけれども、これが恒常的に使われております。４月から９月までにかけて100日以上使

われている例がほとんどです。というのは、結局水質に問題がないということではなくて、恒常的

に活性炭を入れているから蛇口ではにおいが出なかったというふうに考えることができます。こう

いった長期の活性炭の使用、例えば名古屋あたりの水道ですとほとんど一日も使ってないぐらいの

ものですから、ダム湖を水源とする場合の水質はまだまだ藻類発生による水質の懸念があるという

ふうに結論づけることができます。 

 それから、きょうもまたダム湖の水質について追加の説明を受けたわけなんですけれども、例え

ばきょうの審議資料１の補足説明のところを見ます。例えばその13ページ、こういった浅層曝気に

よる富栄養化対策によりまして淡水赤潮、アオコの発生が減ったというふうなデータが出されてお

ります。確かに、このデータを見る限りはそういうふうに見えるんですけれども、これを解釈する

ためには降水量ですとか天候などのデータもあわせていただきますと、この措置をとったために減
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ったのか、それとも年によって変わる気象条件によって一時的に藻類が出なかったのか、それがき

ちんと解析できると思います。特に、このデータがとられている高山ダムでは水質の自動観測装置

なんかもありますので、そういうデータもあわせて提供していただければ、曝気装置の運用と藻類

発生の抑制の因果関係がきちんと解析できるのではないかというふうに思います。 

 それから、ちょっと関連になりますけど、先ほど田中委員の方から集水域の方の栄養塩の流入に

ついて質問があったんですけれども、これはたしか４月20日付の提供された資料の中で、既存のダ

ムの土地利用みたいなデータが出たと思いますので、それを改めてこの川上ダムの場合でも示して

いただければ、土地利用、それから人口負荷を示していただければ、今の田中委員へのお答えにな

るんじゃないかというふうに思います。 

 水質に関しては以上です。 

○川上部会長 

 水質に関して。 

はい、三田村委員お願いいたします。 

○三田村委員 

 三田村でございます。今の副部会長のご意見を受けてというぐあいにもなろうかと思うんですが、

きょうご説明していただいた部分から入りたいと思います。その前に、予測の話がございましたの

で、前回も私はお話ししましたように、予測をした数値の扱い方という面で非常に危険性があると

私は思いますね。普通の物理量のような扱い方をなさらない方がいいと思います。生物パラメータ

ーについてはむしろ非常に幅があるんだということで、安全側に持っていくだとか、そういう配慮

をなさるのがよろしいかと思います。あるいは、もし数値で示されるんだったら、標準偏差等でか

なりきっちり示していただいた方がいいと思います。そういうものだというふうにお考えくださっ

た方がいいと思いますね。余り予測の結果から物事を動かそうとするととんでもない過ちを犯すか

もしれないなと思います。それは前回お話ししたとおりでございますけれども。 

きょうのご説明にかかわってちょっと質問、細かいことになるかもしれませんが、 後は非常に

大きな問題になるかもしれませんのでお伺いしたいんですけれども、13ページの淡水赤潮だとかア

オコが減ったというのは平方メートル当たりで減っているんでしょうか、それともある深さの水だ

けの話なんでしょうか。それと、種類もついでに教えていただければと思います。 

○川上部会長 

 河川管理者、お願いします。 
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○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 淡水赤潮はペリディニウム、アオコはミクロキスティスが主であるということであります。そし

て、アオコでありますと、つまり緑っぽくなるわけですけれども、そういうふうに発生していない

ということであります。 

○三田村委員 

 発生していないというのは何をお調べになって発生していないと。目視ですか。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 ここの表につけているのは目視でございます。 

○三田村委員 

 多分そうだろうと思います。そうしますと表面水ですね。曝気をいたしますと当然のことであり

ます。問題は平方メートル当たりで本当に減っているのかどうか。特にミクロキスティスなんかは

表面に浮きますから、基本的に。アグリゲーションを起こしますから、そういう意味では曝気する

と少し深い方へ入りますね。そこが有光層であれば当然そこで増殖しているはずです。そういう意

味では効果がマイナスになる可能性もあります。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 お示しをしましたのは、先ほど申しましたように目視の結果を出しましたが、当然採水をして検

体を調べている数字もございますので、この部分については追って説明させていただきます。 

○三田村委員 

 わかりました。非常に気になります。浮いているものは少なくなったけれども、光が届く層まで

はかなりいるかもしれないですね。そうしますと、かえって増殖する可能性もあると思います。逆

に言いますと、栄養塩の補給が行われますから。その辺のところが非常に気になります。 

 そこでお伺いしたいんですが、これもダム湖ができてからの予測ですけども、高山ダム等の経験

を生かして、もしおわかりでしたらお答えいただきたい。中栄養を予測してらっしゃいますが、こ

の予測データからしますと中栄養の中でも富栄養に近い方だろうと思います。そこで、透明度は幾

らぐらいになるのかとお考えでしょうか。それと、浅層曝気の深さみたいなものをどのように考え

てらっしゃるのか。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 浅層曝気の深さにつきましては、きょう高山ダムの例では20ｍ程度というふうに言いました。私

どもの方では、ダムの貯水池の大きさ、深さから10ｍ程度と考えておりますが、これにつきまして

は現在の一次元のモデルによる検証だけですので、さらに詳細な検討をしてそこら辺は決めていき
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たいと考えています。 

○三田村委員 

 といいますのは、曝気によって富栄養化を減じようとするならば、ダムサイトの高さは余り関係

ないんですね。要するに透明度、もっと厳密に言いますと光の減衰がどこまで来ているのかという

ことと、それから水温躍層がどのようなとき、特にアオコが発生する時期の水温躍層がどうなのか

ということをお考えにならないと、むしろ逆の効果があるかもしれません。水温躍層よりも下の部

分をかき回すことによって、そこに光が十分あるとするならば、逆の効果でますます富栄養化が促

進されると思います。その辺は十分お考えいただいた方がいいと思います。深層曝気もやるという

ふうに書いてあるんですけれども、それはあくまで富栄養化対策じゃなくて。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 ＤＯ対策でございます。 

○三田村委員 

 だけなんですか。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 はい。 

○三田村委員 

 これも富栄養化対策に非常に有効だろうと思いますけれども。といいますのは、水中照度を考え

ますと深い方まで鉛直循環させますと、当然平方メートル当たりの生産量は下がってきますので、

そういう視点もお考えくださった方がいいのかもしれません。浅層曝気の場合は、あくまで見かけ

の、アオコが少なくなったぞという外観だけにとらわれてしまうということにならないようにぜひ

ご理解いただければと思います。以上でございます。 

○川上部会長 

 水質に関しましてほかにご意見ございませんか。 

 時間も徐々に経過しまして今15時14分でございますが、では次の課題に入ってまいりたいと思い

ます。 

 次は治水にいきたいと思います。先ほど少し私の方から簡単にプレゼンさせていただきましたけ

れども、この岩倉峡上流域の浸水被害の軽減対策について代替案を含めて、今後のあり方といいま

すか、検討の進め方といいますか、そういうことも含めてご意見を承りたいと思いますが、どなた

かいかがでしょうか。 

 参考資料としては審議資料２－５、各種治水対策案の概算額及び概要図というのが提供されてお
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ります。もちろん、治水の本筋の堤防強化、河床掘削等々の問題についても触れていただいても結

構です。狭窄部の部分開削については、流下能力のところでもまた議論ができるとは思うんですけ

れども。 

 今、河川管理者から報告されている内容でいいということでございますか。 

○千代延委員 

 はい。 

○川上部会長 

 はい、千代延委員お願いします。 

○千代延委員 

 何もないようですけど。千代延です。狭窄部上流ということで、きのうもダブルスタンダードと

いう話が余野川のところで出たんですけれども、今度のこの川上ダム狭窄部の上流ですけれども、

ダムをつくるということで地元に既往 大規模洪水の1.1倍ということを約束しているので、それ

はどうにもならんという、簡単に言えばそういうご説明を今まで聞いていると思うんですが、これ

はこの段階になってもうどうしようもないという位置づけでこの委員会をやるんですかね。こっち

の話ですけどね。 

○川上部会長 

 対象洪水の考え方ですね。 

○千代延委員 

 はい。 

○川上部会長 

 これについては河川管理者が主張していらっしゃる規模洪水と、それから流域委員会が意見して

いる既往 大と、端的に言いますと真っ向から対立したまま並行線で進んでいるわけです。 

○千代延委員 

 その上に1.1倍ということでしたね。 

○川上部会長 

 そうですね。ええ。 

 この点についていかがでしょうか。千代延さんはどのようにお考えですか。 

○千代延委員 

 これは現実の問題の地元の約束と言われますと、 近になってあらわれた委員としては意見がな

かなか言いにくいんですけれども、議論とすれば、やっぱりここが突出しておるということであり、
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論理的にはおかしいと思いますが、この期に及んでそれがどうのこうのというのは、ちょっと私も

考え直してくださいというのが、ちょっとちゅうちょしながら今迷っておるところです。 

○川上部会長 

 河川管理者の方針としては、皆さん御存じのとおり遊水地と川上ダムと河床掘削という３つの方

針で進んできているわけですよね。 

○今本委員 

 ちょっとよろしいですか。 

○川上部会長 

 はい、今本委員お願いします。 

○今本委員 

 今の千代延さんの言われた問題、確かに対象洪水をどうするかというのは断片的には説明があっ

たんです。ところが、 終的な、ここをこうしているんだぞというのは、４年以上やっている委員

でもちょっとわかりにくいところがありますので、河川管理者の方、もう一度端的に説明いただけ

ませんか。あるいは、私の理解で言いますと、基本は既往 大規模の洪水を対象にするんですね。

それに川上ダムのところについては１割上乗せしているんですか。 

○川上部会長 

 河川管理者お願いします。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。既往 大規模の洪水という言葉を使っておりますけれども、この既往 大規模の洪水

というのがどういうものかというところで私たちが示している考え方とほかにも方法があるという

ことで、これは私たちもそういう方法があるというのはお示しをしております。河川管理者の方で

お示しをしておるのは、既往実績降雨の中の 大の雨量というのが、幾つかの大きなものの中から

大のものがありますけれども、その 大雨量が流域平均としてあった場合に実はいろいろな降り

方が想定されるので、いろいろな降り方というのは時間的な分布、それから空間的な、場所によっ

て降ったり降らなかったりするということを含めていろいろな降雨分布があるので、雨量の方は既

往の実績降雨の中の 大雨量に合わせるけれども、分布はいろいろなものを考えてみようというこ

の考え方です。したがって、結果としてのある降雨は1.1倍になっておったり、1.2倍になっておる

と。 

○川上部会長 

 ちょっと失礼しますが、今のところ、傍聴者の方々は資料２－３の３ページ、それから５ダムの
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調査検討のとりまとめでいいますと９ページになります。失礼しました。 

○今本委員 

 私があえてこういうことを聞きましたのは、委員の間にも誤解があるわけですよ、1.1倍してい

るとか。そうじゃないんですよね。既往 大の実績を採用すべきだというのは委員会側の意見でし

た。それに対して、既往 大規模ということで雨量のトータル雨量は既往 大のものと同じですけ

れども、ほかの洪水のときの雨量を引き伸ばして、それでやったものを既往 大規模と言っていま

す。ですから、対象とするものによっては引き伸ばし率がいろいろ違うんですけれども、それの

大になるのが実はそれの1.1倍にしたやつだったということですから、1.1倍にしたとかそんなんで

既往 大規模で決めたと私はそういうふうに理解しているんですけれども、間違ってますか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 今、今本委員の前半の部分はそのとおりだったと思います。後半の部分がちょっと私はよく聞き

取れなかったんですが、結果として既往実績降雨の 大雨量に合うようにいろいろな過去の降雨分

布を合わせてますけれども、そのときに1.1倍であったり、もう少し結果として大きく引き伸ばし

ているものもあります。だから、1.1倍というのが先にあるというものではないですね。 

○千代延委員 

 えらい済みません。わかりが遅くて申しわけないんですけれども、ダムをつくるに当たって地元

の方に約束をしているという言い方をされておったんですけれども、その約束されていたというそ

れを今の表現で言いますと、既往 大規模の洪水でいいのですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 ダムを地元の方に約束しているから先ほど言った考え方でやるというのではなくて、まずそこは

実績の降雨による検討だけで行うとすれば、この下流の新設の遊水地を設置するということで対応

が可能であるという意味です。 

○今本委員 

 どうも持って回った説明をしようとするからいけないんですよ。既往 大の実績でいきますとダ

ムが要らんようになる、これでは困る、だから既往 大規模にやり直したら要るようになった、地

元にはダムをつくると言ってきたというような解釈もできるんですよ。だけど、それをきちんと説

明してくれないと困ります。どうもあいまいで、今のところなんかは一番大事なところですので。

ぴしっと答えてくださいね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 いえ、そこはかねがね申し上げているように、ダムがこの段階で必要だからこういう考え方でや
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りますという説明は今までもしておりません。してないです。既往の実績のみということで考慮し

さえすれば、あとのことは我々が今対象とするところから外してしまおうじゃないかと仮にすると、

下流の新設の遊水地が１カ所あれば、これはこれで対応できるわけです。その結果として、この上

野地区で得られる、一言で言うと治水の安全性あるいは安全度といったものが、従来のダムを含め

た治水対策によって得られる安全度とどういう関係になっているのかというのを比較したときに、

この新設の遊水地を１つつくるだけの方では安全度がこれまで言ってきたものよりも小さいという

ことです。 

 したがって、対象として考えるときに既往の実績降雨だけを考えるということで十分ではないか

ということにはならないということです。ダムがこれで必要だということをこの段階では全然申し

上げてないわけです。対象洪水として、いわゆる我々が言っています既往 大規模の洪水というこ

とを対象にさまざまな、ダム以外の対策も含めて検討をるるやった結果、我々は上野遊水地のさら

なる掘削でありますとか新設の遊水地、これとあわせてどうしても川上ダムが治水上は必要であろ

うと。非常に大ざっぱに申し上げて、検討の流れとしては今申し上げたようなことです。ですから、

初にダムがあるから既往 大規模の洪水をとるべきだと、こう言っているわけではないというこ

とです。 

○川上部会長 

 はい、田中委員、お願いします。 

○田中委員 

 結局、既往 大規模の洪水の考え方として２つ述べておられますよね。１つは、先ほどから言っ

ておられるように実績降雨。今まで降った中で想定される 大の洪水量。それからもう１つは、今

おっしゃったように降雨分布、時間とか空間によって異なった場合、そのときの規模というものの

２つに分けて考えておられると思うんですが、それで 初の点でいくと実績降雨ということになれ

ば、床上浸水被害を回避することまではできると。しかし、今おっしゃったように、空間、時間分

布に降った、違った場合、さまざまな降雨分布をしたときには、これは防げないという考え方です

よね。そのために、言われておられるように、今まで地域の目標としてきた治水安全度というのを

書いてあるんですが、これは具体的にどういうデータになるんでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。結果としてどういう安全度になっているかというのを、例えば1.1倍というのがちょ

っと大きくなったときにどうなっているかというのを見ていただくと、もともとの計画であるなら

ば、この場合でも若干氾濫はしておりますけれども、その氾濫の状況と今回考えた新設遊水地だと、
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残念ながら新設遊水地のみを整備した場合の方が氾濫の被害が大きくなっています。こういう比較

をいろいろなケースでやってみたわけであります。その一例が、きょう置いてあります資料でいう

審議資料２－３にあります６ページの図７と図８の違いであったり、あるいはこれをいろいろな倍

率で行ったものが隣の７ページの図９、図10というようなところで、図９、図10でいえば、黄色と

青の線の差がございますけれども、これが結果として対策による被害の違いということになります。 

○川上部会長 

 なかなか難しい問題ですけれども。 

○金盛委員 

 よろしいですか。 

○川上部会長 

 はい、金盛委員お願いします。 

○金盛委員 

 今の１番と２番の議題の説明でありますけれども、まず対象降雨については、私は非常に丁寧な

慎重な検討をされておると思います。既往 大降雨の考え方も、実績そのものを空間的にも時間的

にもそのものずばりで検討する方法も当然あるわけです。それは、この検討のとりまとめで３ペー

ジに述べてあるとおりなんですけどね。ただ、それだけで十分かどうかということを考えますと、

これはやっぱり相手は自然ですから、そのぐらいの雨が降るだろうということはわかりますけれど

も、時間的に空間的に多少散らばった降り方をすると、解が違ってくるかもしれないということか

ら、雨は 大で何ぼでしたか、319mmですか、319mmという雨を対象にしながらも、パターンあるい

は地域分布はいろいろ変えて10通りやられた。これは実際にそういうパターンで降っているわけで

すから、極めて慎重な検討だったと思っております。 

 結果について、結果だけが示されておりまして、詳しいことは私はわかりません。治水や遊水地

などはたくさん関係者がおられるとか、そういうことは概念的によくわかります。だけど、細かい

内容まではここからは読み取れませんけど、そういう後の対策、１番の問題ですね。軽減対策とい

っていろいろ挙げておられるのも、それはおおむね了解できるものであります。以上です。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございます。次の次のテーマといいますか、結局、岩倉峡上流に雨が降ったと

きに岩倉峡にどれだけ水が押し寄せてくるのかということが、川上ダムに関する治水の問題でいま

一つの焦点になっております。このことについて河川管理者は今後も鋭意ＨＱ曲線等について検討

するということで検討を進めておられるわけですけれども、なかなか水理学上の難しい問題もあっ
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て、きちっとした結果がまだ示されておりません。そのことについて今本委員の方からご意見を承

りたいと思います。 

○今本委員 

 今本です。きょうの資料の審議資料２－８というのを使って説明します。これの１ページ目に実

測流量観測地がない範囲の流量を推定する方法として一般に次の２つの方法がありますということ

で、これまでの流量と水位の観測地を用いて外挿で求める方法、それから水理学的に推定する方法。

水理学的に推定する方法というのは不等流計算という意味です。これにつきましては、一昨日、河

川工学を専門とする委員が集まって、河川管理者から綿密に説明を聞きました。この説明を聞いて

私は全く納得できてませんでした。説明をした後、納得いただけたようでということを言われまし

て、いや、私は納得してませんよと念を押しました。きょうの事前打合せでも、納得いただきまし

てと言いましたので、改めてきちんと言っておきます。私は全く納得できていません。その理由を

説明します。 

 まず実測値について推定する場合、実測値として 近のデータ、８つの洪水のデータを用いてお

られます。これは河道改修等によって水位流量曲線がそれまでのデータが使えないということにな

ったのかもわかりませんが、その１つの洪水の中でも時間的に何度かはかってます。ですから、数

値としては30幾つかありますけれども、実際に対象とした洪水は８つです。その洪水の 大の流量

が2,000ｍ３ ３/ｓいってません。ですから、非常に流量の少ないところのデータから4,000ｍ /ｓ近

くのデータを外挿によって求めるわけです。外挿する曲線が決まっている場合には、そういうデー

タ、小さいところの観測値からでもかなりの精度でもって推定することもできますが、今の場合、

水位と流量の間にどういう関数形を当てはめたらいいのかということがまずわかりません。 

 そのために河川管理者が行っているやり方は、まず実測の断面形の測定結果から水位と断面積、

それに径深と言われるものの３分の２乗を掛けたものの関係を求めております。これはもう実測値

ですからきちんと決まります。もう一方、実測の流量と今のＡＲ2/3との関係を求めております。そ

れを流量が大きいときの７つのデータを採用するということで、そこに直線関係を当てはめていま

す。ところが、ＡＲの３分の２乗とＱとの関係というのは、縦軸にＡＲの３分の２乗、横軸にＱを

とりますと下に凸の曲線形になるわけです。そこに直線を当てはめるということは、これは論理的

に、そこから外挿していったら疎通能力を小さ目に見積もるということになります。その結果でそ

ういう操作をして求めましたのがこの資料の図１であります。ですから、これは滑らかに上に凸に

なってます。これは縦軸に水深あるいは水位、横軸に流量をとったものです。こういう整理の仕方

をしますと当然上に凸の曲線になります。このカーブもかすかに上に凸になってますからそれでい
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いように思うんですが、その前の段階で問題があるということです。 

 いずれにしても、どんな方法を用いようと流量の小さなところから求めるのは非常に問題がある

ということで、その次に不等流計算をやっております。不等流計算のやり方を見まして私は絶句し

ました。こういうやり方はしてはいけないと私が学生に教えてきたやり方を使っているんですよ。

もう、これが普通のやり方だと聞いて文字どおり私は絶句しました。おかしいじゃないかというこ

とで今度は計算のやり方を変えました。そうしますと、これはちょっと学術的になって説明しにく

いんですけれども、不等流計算をする上では、支配断面、そこで水深が支配されるという断面がい

ろいろ出てきます。そこでその支配断面は限界水深という水深になるということも水理学的にわか

っているわけです。計算結果を見ますと、支配断面ですべて限界水深として計算しているわけです。 

 ところが、そんなばかなことはないわけです。下流の条件によって水位が変わります。例えば人

工的に変えますと全く流れは変わってきます。ですから、支配断面での水深が限界水深になる可能

性があるということだけであって、その水深になるかどうかはわからないわけです。ところが、そ

の計算はそれが必ずあらわれるとした計算です。これにも絶句しました。今の国交省あるいはそれ

を請け負っている人たちの計算能力がそんな程度のものなのか。あるいはそれを見過ごしてきてい

るのか。非常に驚きを禁じ得ません。 

 その結果として水位流量曲線が得られたというんですが、そこで問題になるのはマニングの粗度

係数、不等流計算をする場合にはマニングの粗度係数というものを求める必要があります。それを

求めるには水面形計算をして、いろいろとマニングの粗度係数を仮定した水面形と実測の痕跡とが

合うようにしてマニングの粗度係数を決めていくわけです。ところが、計算そのものが合っている

か間違っているかわからないという計算をもとにしたということは、求められたマニングの粗度係

数に対しても全く信用はできないと私は思っています。 

 そういうことから、端的に言いましてこの計算結果は数十cmほどの誤差を含んでいる可能性があ

る。多ければ50cmぐらいになるかもわからない。もし50cmにもなるとしたら、川上ダムの計画は根

底からやり直してもらわねばならない。これは技術的な問題ですので早急にやっていただきたいと

思います。ただ、少なくとも今までのやられた結果に対して私は全く納得していないということだ

けは記憶にとどめておいてください。納得できる計算をしていただきたいと思っています。 

○川上部会長 

 大変専門的なお話でございましたが、河川管理者の方から。 

○今本委員 

 あるいは澤井さんにちょっとお聞きしたい。専門ですから。 
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○川上部会長 

 では。澤井先生もこのことにはかかわっていただいておりまして。よろしくお願いします。 

○澤井委員 

 澤井です。今の曲線の当てはめとかあるいは水理利計算法について今私も含めて検討中なんです

けれども、今の今本委員の言われたことはもっともな点とちょっと解釈が違うところがまじってま

すけれども、例えば今のＡＲの３分の２乗というのとＱの関係、それを も流量の大きいところの

７つか８つのデータを使ってしかも直線で外挿している。これを本来曲がっているものとしてやる

ともっと流れるんじゃないかということをおっしゃったけど、私はそれは逆のような気がするんで

す。 

○今本委員 

 いいえ、そんなことはないですよ。 

○澤井委員 

 そうですか。 

○今本委員 

 そんなことないです。ＡＲの３分の２乗でやったらそうなります。というのは、ここで普通はこ

う曲がっているわけですわね。それを直線で当てはめて、ある一定のＱに対して。 

○澤井委員 

 直線で延ばしたということは、たくさん水が流れるというふうに評価しているということですね。 

○今本委員 

 いえいえ、違う違う。水位が大きくなるということです。 

○澤井委員 

 そうですか。後でもう一回よく考えますけど、ちょっと十分理解できてません。 

 それからもう１つは水理計算のことですけれども、これはモデルが間違っているとまでは言えな

いかもしれませんが。 

○今本委員 

 間違ってますよ、あれは。 

○澤井委員 

 非常に粗い近似をやっているということでですね。 

○今本委員 

 いや、近似じゃないですよ。限界水深を無視した計算、そういうことはやっちゃいかんのです。 
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○澤井委員 

 我々の水理学の立場からいったら間違いだと言い切っていいと思いますけどね。ただ、その間違

ったモデルでやった場合に結果がどのくらい違うかということについては、僕の予想としてはそう

大きな違いは出ないような気がしているんです。 

○今本委員 

 もし水面形の計算が間違っていれば追跡できませんよ。ですから、実際に洪水があったときの実

績の痕跡がありますね。そのときのデータを私どもには示してもらってないわけです。あの計算で

水面形なんか絶対説明できないはずです。 

○澤井委員 

 岩倉峡は下流は島ヶ原から上流は岩倉峡のところまで、今、岩倉地点というんですか、そこまで

が計算されているわけですけども、その峡谷部については計算はでたらめだと私も思います。全く

信用できないと思いますね。 

 ところが、今問題になっているのは峡谷部じゃなくて上野盆地の出口、要するに岩倉峡の入り口

の部分のことなんですね。それについては、峡谷部の計算がどうなってても余り関係がなくなって

しまうものですから、結果にはそう影響がないのかなと。ただし、そういう計算法を使っていると

いうことには私も非常に不信感を持ってしまいました。 

○今本委員 

 それは、実際の洪水のときに岩倉峡の中に支配断面があらわれるということですよね。 

○澤井委員 

 はい。 

○今本委員 

 ところが、その支配断面があるところであらわれた、そこから追跡していく水面形をやるにはマ

ニングの粗度係数が要るじゃないですか。 

○澤井委員 

 そうです。 

○今本委員 

 マニングの粗度係数を推定するのにでたらめな計算から推定したとなったら、やはり根底が覆る

と私は思います。 

○澤井委員 

 それはそうですね。ですから、１つは計算法をきちっと直してもらわないといけないということ。
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もう１つは、粗度係数というのはそのくらい評価法によって違うものですから、いろんな粗度係数

を当てはめたときにどうなるのかという比較計算はぜひ示してほしいと思います。 

○今本委員 

 今、澤井さんは非常に温厚におっしゃっておられますけれども、私が言いたいのは、こんな程度

の計算でダム事業という大事業についての検討をしてきたのかと。これは非常に早急にきちんとし

た計算をやってもらいたい。それから、今ですらこんなのですけど、川上ダムそのものを計画した

ときにどんな計算で計画したんだろうというのがもっと根底にあります。 

○川上部会長 

 私はこういう問題に関して全く素人でございますけれども、 後に今本委員がおっしゃったよう

に、川上ダムが計画される極めて初期の段階にこういうことはきちっと計算をして検証して、そし

てダムの必要性を検討すべきであったというふうに私も素人として思うところであります。また、

全国の河川に狭窄部というのはさまざまにたくさんあるわけですけれども、そういうところの河川

管理といいますか、それもやはりこういうことが検証されないまま計画が立てられているというこ

とであれば、これは非常にゆゆしい問題でもありまして、ぜひ国土交通省としての威信をかけて、

きちっとしたプロセスを踏んで検討結果を報告いただきたいというふうに思うところであります。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 ちょっといいですか。 

○川上部会長 

 河川管理者、どうぞ。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。岩倉峡の流下能力については、学問的に真理としてこの方法がベストといいますか間

違いないと、この方法がいいという方法はなかなかどなたもきちっと実は言えない状況であろうと

思っています。ただ、その中で私たちはなるべく現象をきちっと再現できたものをぜひとも採用し

たいと思っております。 

 今現在、いろいろな我々の検討の中ではこういう方法でやっているということはお話ししていま

すけれども、それが一番いい方法なのかどうかというと、それは先日ありました専門家の皆さんに

集まっていただいたときも、こういう問題がある、こういう問題があるということはいただいてい

ます。その一端がきょう今本委員、澤井委員からご指摘していただいているところです。 

 これは、仮に私たちが今やっている方法がいいとしても、いろいろな根拠のところがきちっとし

てないじゃないかということがありますし、私どもがやっている方法よりも、いやいや、こういう
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方法の方がもっといい方法があるのではないかと。これは私たちはちゃんと検討した上でこっちの

方がもっとよければその方法を採用いたしますし、いろいろ検討したけれどもやはり今の時点でこ

れだというんだったら、そういう説明をまたきちっとさせていただきたいと思います。いずれにし

てもこれは大事なところでありますので、私どもはしっかり検討させていただきたいと思っており

ます。 

○川上部会長 

 はい、今本委員、お願いします。 

○今本委員 

 木津川上流の方に聞きます。先日の出水のときに岩倉峡の流れを見に行きましたか。これだけ水

面形が問題になっているんですよ。この委員会の中の川上さんは見に行ったと言ってます。見に行

くということを事務所にも連絡されたそうです。当然見たと思うんですけど、そのときにどういう

ところでジャンプが起きたかとか、見ればわかるはずです。見に行かれましたか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 職員の方はちょっと行けておりません。といいますのは、出水の情報連絡対応で行けてないんで

すが、流量観測班の方は出動しております。 

○今本委員 

 では、どこでジャンプが起きているかというのは確認しているんでしょうね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 そこまではちょっと確認してません。 

○今本委員 

 しかし、それをするのがあなた方の仕事じゃないですか。洪水なんてめったにないんですよ。あ

ったときには見る 大のチャンスですよ。それこそ自然が教えてくれているんです。机の上だけで

計算してただけではどのような現象が起きているかわかりませんよ。しかも、普通の人が見ても、

見る目がないとわからない。出水のときこそ見るチャンスだったと思います。それをもし逸してた

としたら反省していただきたい。以上です。 

○川上部会長 

 休憩に入ろうかと思いましたが、２－11の雨量観測所についての資料をきょう新たに提出してい

ただいておりますので、簡単にご説明いただけますでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 木津川上流部の谷崎です。前回、今本委員の方から使った雨量観測所について数字を教えてほし
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いというふうに、当時は資料を持ち合わせておりませんので本日提出させていただいたということ

でございます。 

 開いていただきまして、私どもが検討に使っております10洪水につきまして、全体の観測所の数

と川上ダムの上流域にかかるところの観測所の数、流域ナンバーでいきますと、次のページの２ペ

ージ以降、各洪水ごとに使っている観測所が赤い丸で記載してございます。これにつきましては歴

史的な過程から観測所があったりなかったりしますので、洪水ごとに変わっているという状況があ

りますが、そこで流域の検討に使っている観測所が赤い丸で示してございます。１ページに戻りま

すが、それを10洪水につきまして数を書いてございます。 

○今本委員 

 この図で見ますと、例えば 後の11ページのところに流域を分割していますけれども、これは流

域の分水界を示しているんですか。そうしますと、川上ダムの流域に２つというのはどれとどれで

すか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 この線は分水界でございます。それで、２つといいますのは、ティーセン法といっているんです

が、平均雨量をつくるために一番関係しそうなところをそれぞれの比でもって算出しております。

そういう意味で関係した観測所が２つあるという意味でございます。 

○今本委員 

 そうしますと、これにかいている線はティーセン法の分割線という意味ですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 ティーセン法の分割ではなくて流域の分割でございます。 

○今本委員 

 流域の分割ですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 はい。 

○今本委員 

 そうしますと、川上ダムの流域に赤い丸は１つしかないんじゃないんですか。観測所が２つとい

うのはどれとどれですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 川上ダムの流域そのものには霧生という１つの観測所のみですが、流域平均雨量を算出するため

に関係した観測所は１つということではございません。２つでございます。 
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○今本委員 

 ちょっと意味がわかりません。どういうことですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 もう一度説明させていただきますと、11Ｐの洪水でございますが、川上ダム流域にある観測所は

１つでございます。この洪水に関しまして川上ダムの流域平均雨量を作成するために使っている観

測所につきましては１つということではありませんで、複数ございます。なぜ複数になるかといい

ますと、ティーセン法ということで、関係する観測所、近傍の観測所の影響の与える面積をそれぞ

れ算出しているためにそういう複数の観測所があるということになります。 

○今本委員 

 ちょっと、僕は今の説明を全く理解できません。ティーセン分割するといいますけど、１ページ

のところに川上上流域観測点数と書いてますね。昭和28年８月に２個と書いている。 後には５個

になっている。しかし、この観測点の数で見たら昭和28年のときには一つもありませんね。何で２

個なんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 昭和28年のころは観測所が全体流域でも少なかったということから、どの流域でもそうなんです

が、例えば川上ダムの８番の流域で引きますと、ティーセン法を使ったがために、近傍の観測所の

一番近い流域に対して影響を与えるのを面積比でもって算出しております。そのときに使いますの

が２つの観測所を用いておるということでございまして。 

○今本委員 

 そうしますと、川上上流域観測点数じゃなく、川上上流域の雨を推定するに使った観測数は２個

だと。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 そういうことでございます。 

○今本委員 

 こんな変な書き方はやめていただきたい。図と見たら合わないですしね。だから、川上ダムの流

域に２つあるという言い方はやめていただきたい。観測点は１つですよ。 

○川上部会長 

 観測所は１つということで理解してよろしいんでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 今言っていただいたように、各洪水ごとに違いますが、図示している中で赤い丸が観測所でござ
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います。それ以外のないところの部分につきましては流域平均雨量をつくるために使用している観

測所、今本委員の方に言っていただきましたが、例えば川上ダムの流域平均雨量を推定するために

使用している観測所の数ということでございます。 

○三田村委員 

 具体的に言葉で言っていただくとわかりやすいのでは。 

○今本委員 

 地名を読み上げてください。 

○川上部会長 

 地名でいいますと、名張、国津、太郎生、霧生、阿保とか、これがこの表の５点に当たるわけで

すか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 例をもって説明させていただきますと、一番 後の11ページ目のところでございますが、８番の

流域、川上ダムの流域平均雨量を算出するために用いた点が先ほどの１ページでいきますと５点に

なっているわけですが、それにつきまして具体的な観測所名を申しますと、阿保と名張、国津、太

郎生、霧生ということになってございます。 

○金盛委員 

 よろしいですか。ついでですから、ティーセン分布した割合はそれぞれどのぐらいなんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 谷崎） 

 数字で申し上げますと、例えば今の説明ですが、阿保につきますと0.1052。これは比率でありま

すので 後に足すと１になります。名張が0.0015。ほとんど少ない値です。国津でいきますと

0.0244。太郎生でいきますと0.1203。それから霧生でいきますと0.7487。霧生がほとんどのウエー

トを占めるということになります。 

○川上部会長 

 では、時間の関係もありますので、この資料は委員会の方でまた検討したいと思います。 

 では、今ちょうど16時３分ですけれども、16時15分から再開させていただきたいと思います。次

の議論のテーマは利水であります。よろしくお願いいたします。 

○庶務（みずほ情報総研 鈴木） 

 それでは一たん休憩に入らせていただきます。再開が16時15分ということですのでよろしくお願

いいたします。喫煙につきましては、エレベーター先の休憩室がございますのでそちらの方でお願

いいたします。 
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〔午後 ４時 ３分 休憩〕 

〔午後 ４時１７分 再開〕 

○庶務（みずほ情報総研 鈴木） 

 それでは再開いたします。川上部会長よろしくお願いいたします。 

○川上部会長 

 まだ一部の委員がご着席になってないのでどうしようかと思っていたんですが、ちょっとお待ち

ください。 

 お待たせしました。再開いたします。 

次のテーマは利水というふうに申し上げましたが、きょうの審議次第の中では、治水の⑥の遊水

地の越流堤諸元の検討についてというテーマが実は残っておりますけれども、これに関しては、河

川管理者の方で非常に熱心に取り組んでいただいているところです。木津川洪水の際に狭窄部上流

の上野遊水地の越流堤の使用を 適な設計にいたしますと、洪水のピークカットに役立ったり、あ

るいは遊水地として提供されている農地の冠水頻度を 小限にすることが可能になるとか、そうい

うさまざまなメリットがあります。委員会としては、河川管理者の今後の調査検討に大いに期待し

ているところでございます。 

そういうことで、次の大テーマの利水に入りたいと思います。 

川上ダムの利水は、皆さんご承知のとおり、奈良県、西宮市の撤退と三重県の利水見直しにより

まして、三重県の0.304ｍ３ ３/ｓのみとなりました。河川管理者は、さらにこの0.304ｍ /ｓという

のが本当に必要なのかどうかということについて、鋭意独自に水需要の予測を含めた検討をされま

して、きょうの審議資料２－９の１ページの下の方にありますけれども、河川管理者の試算値とし

ては２万3,440ｍ３/日という精査の結果を出されております。これは三重県とは独自になされたも

のということであります。 

 委員会といたしましては、これまでの議論の中で、この三重県のわずかな利水のためにダムに利

水容量を確保するという整備が本当にいいのかどうか、三重県民のためになるのか、あるいは国民

のために本当になるのかというふうなことで疑問が呈されているところであります。この問題につ

きましては、委員会としてどのように意見を述べるかということについて議論をちょうだいしたい

と思います。なお、きょうの一般傍聴者からの意見聴取の時間をできるだけ多く確保したいと思い

ますので、効率のいい議論をお願いしたいと思います。 

 はい、千代延さんお願いします。 
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○千代延委員 

 千代延です。この利水の前に、河川管理者の方にお聞きしておきたいことがあります。今回の方

針で、丹生ダムについては治水専用ダムとするということで、これは基本的には水を通常ためない

ダムだというふうに理解しております。川上ダムの方は、今のように利水が残りますと、どうして

も水をためるダムになると。そこで質問をさせていただきたいんですが。一般論として、環境にト

ータルで、ためる方のダムが環境にいいとお考えなのか、ためない方のダムがいいとお考えなのか。

ファクターは水質とか、いろんなことがあろうと思いますが、そういうことも含めて、例えば丹生

ダムは水はためないというふうにお出しになったと思うんですが、これは私の推定でして、河川管

理者の方でどのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。これは、環境というようなことで一言でくくって申し上げると大変乱暴なことになっ

て、私が一言申し上げると、多分、そうではないという反論が十も百も返ってくるので、一言では

申し上げられないというのがお答えなんですが。 

 通常、年間通じてためるということにいたしますと、そのことによって生じることがやはりどう

しても出てきます。きょうの議論の前半の中でも出てきました水質の問題ということについて言え

ば、これは洪水のときだけためるのと、年間を通じてためるのとでは影響の度合いというのはかな

り、かなりと言うとまた語弊があるかもしれませんが、違います。そのために下流での影響を、貯

水池内での水質の影響を緩和、軽減するための対策というのも余計に必要になってくるというよう

に、例えば水質で言えばそのようなことがあります。 

そのほか、これは項目ごとに一つ一つきちっと言っていかないといけないところなんですが、例

えば水質で言えばそのようなことになります。極めて一般的に言うと、通常時ためるということは、

その影響というのはどうしても出てくると。さらにプラスして考えなければいけないことはあると

いうふうに考えています。 

○川上部会長 

 はい、千代延委員、お願いします。 

○千代延委員 

 千代延です。今のそれで結構です。ありがとうございました。 

それで、今から利水のお話を確認したり、お聞きしたりしたいんですが、今、部会長から話があ

りましたように、残る利水は三重県の0.304ｍ３/ｓ。これがどうしても必要だということになりま

すと、やっぱり水をためるダムをつくらねばならないと。私は非常に単細胞として考えております
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のは、どうしても治水にダムが要ると仮定し、かつ利水もこのわずかと言いながら必要であるとい

う前提に立ちますと、総合的に言えば環境には水を常時ためない方がいいと私は考えておるんです

が、それならこの利水を川上ダムからでなくて、前から言っておりますように比奈知ダムか青蓮寺

ダム。青蓮寺は非常に農水省とかいろいろかかわっているので、これのやり方は大分複雑だと思う

んです。 

 比奈知ダムはこの前も申しましたけれども、京都府が0.6ですか、水利権を持っておって、京都

府は今天ヶ瀬ダムにやっぱり利水を確保したいと言っていますから、比奈知ダムの0.6ｍ３/ｓ中か

ら0.3ｍ３/ｓをお譲りしますというわけにはいかないでしょう。ですから、それは大阪市さんのを

また京都府が譲ってもらう、これは実際には皆河川管理者に一度お返しして、その河川管理者から

必要なところに渡すということになると思うんですが。 

 そういうことができませんでしょうかとこの前に私がお尋ねしたときに、上流で今三重県側に水

をとれば、上流と下流のバランスがとれなくなるというお答えがあったと思うんですが、もし受け

取り方が違えばまた後で教えてください。バランスが崩れるとおっしゃいましたが、よく考えてみ

ますと、川上ダムをつくって水をとっても、やっぱり上流でとることに変わらないわけですね。で

すから、それはちょっと納得がいかないと。それならもう少しすぐ近くの比奈知ダムから0.304ｍ

３/ｓというものを、水を引いて、それで活用すると。その結果、川上ダムが仮に治水ダムが必要

になっても、維持流量というのがありますけれども、これは考え方でして、これは自然の流れの方

がいいという見方もありますので、そこはなしにすれば治水専用ダムということも考えられるとい

う、その考えのもとにまた再度きょう質問させていただいておるんです。そういうふうなことをや

っぱり一度追求、実現すべく、もう少し検討いただけないかというのが私のお願いです。以上です。 

○川上部会長 

 この利水の問題について、委員の方からほかにご意見はございませんか。 

 きょうは高田委員ご発言いただいておりませんが。どうぞ。 

○高田委員 

 大阪市が持っている水利権は相当未使用な状態で、これは周知のことです。それともう１つ、こ

れは今検討が始まりかけてますが、淀川の下流での、例えば大川への放流量の問題、これは平均し

たら60ｍ３ ３/ｓです。この0.3ｍ /ｓに比べて圧倒的な量があるわけですね。そういう形で、水需要

の抑制という話、これは抑制というのは、中身としてはやりくりということが当然入っているはず

なんです。そこら辺は縦割り行政的な部分があって、手続上しんどい部分があるかもしれませんが、

この問題に関して世の中の変わり目ということで、頑張っていただく必要があるのやないかなと、
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そういうことを考えています。千代延さんと同じ内容です。 

○川上部会長 

 ありがとうございます。特にきょうまだ。本多委員、お願いします。 

○本多委員 

 本多です。今、千代延さんがおっしゃった意見につきましても、傍聴者の方々からいつも利水に

ついてはご意見をいただいてまして、きょうもこの一般からのご意見の中に野村さんがいろんな代

替案を、関西のダムと水道を考える会、いつもよく考えて調査をされて、実際にこの委員会に提案

をしてくださっている内容というのがいつも出てきていると思うんですね。こういうものを、決し

て私たちも見ずに置いているわけじゃないわけですけれども、実際に可能かどうかということを河

川管理者の皆さんはそれなりに受けとめて、検討していただいたりするということはしていただい

ているんでしょうか、というのを一つ思うことがあります。非常にまじめにご意見をいただいて、

ただ単なる意見ではなくて、代替案としておっしゃっていただいている点というのは、検討に値す

るのではないかというふうに思います。その辺はいかがなんでしょうか。一度は農水省に当たって

みられたりというようなことはされているんでしょうか。お答えいただきたいと思います。 

○川上部会長 

 河川管理者からは、きょうの審議資料２－９の２ページに代替案の可能性についてということで

前回報告されたところなんですけれども、「名張川には室生ダム・青蓮寺ダム・比奈知ダム・高山

ダムがありますが、名張川筋や木津川下流部で取水している利水者には三重県分に転用できる余裕

はありません。」というふうに断定的に述べていらっしゃるんですけども、今の本多委員のご質問

について河川管理者、いかがでございましょうか。千代延委員のことも。はい。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川水系総合調査事務所長 久保田） 

 淀川水系総合調査事務所の久保田です。今ご紹介がありました審議資料２－９は、この間の流域

委員会の場で説明させていただいた中身でございますが、再度簡単にご説明をさせていただきます。

２点あったんですけれども、 初の方、三重県の新規利水の必要性についてはよろしいかと思いま

すので、２つ目の代替案の可能性についてということで再度説明をさせていただきます。 

川上ダムの三重県利水について、ほかの淀川水系から代替取水ができないかということでござい

ますけれども、（１）取水予定地点から何も施設をつくらないで取水をするということなんですが、

木津川の取水地点上流には特に貯留施設はありませんから、安定して自流をとることができないと

いうことでございまして、現に上野市の水道も、水が多いときだけ取ることができる、そういう状

況になっているわけでございます。 

-40- 



■木津川上流部会意見交換会（2005/9/12）議事録 

 それから、木津川本川はダムはないんですけれども、隣の名張川に行きますと、高山ダムとその

上流に３ダム、青蓮寺ダム・室生ダム・比奈知ダムがございます。このようなダムから転用するこ

とができないかということでございまして、青蓮寺ダムの特定かんがいにつきましては、以前から

こういうことができないかというご質問がありましたので、ここで答えさせていただいております

けれども、結論から言いますと、（２）の一番下のところでございますけれども、平成16年の取水

実績というところで、年間総量で930万ｍ３ ３のところで平成16年は920万ｍ でございますので、転

用できる余裕はないというふうに考えてございます。 

 それから、それ以外の農業用水以外の上水、これは名張川で取水されているもの、木津川下流で

取水されているもの、それから三川合流から下流で取水されているものというふうなものがござい

ます。そのうち、木津川下流部とか名張川で取水されているものにつきましては、小規模なものも

多いということでございまして、個別、水利権量と取水量を見ると若干余裕があるように見えるも

のもございますけれども、実際これは再三説明しておりますように近年の少雨化傾向といいますか、

そういう供給能力の低下を考えると、余裕はないということでございます。 

 それから、淀川三川合流から下流につきましては、先ほど大阪市の話が出てございましたけれど

も、かなりたくさんの利水者がおりまして、取水量も大きいということでございます。それは、例

えば大阪市でいきますと、水利権では大体30ｍ３/ｓぐらいあったかと思うんですけれども、過去

これぐらいの取水量が必要であった時期もあるんですけれども、近年では取水量が減っているとい

う状況がございまして、先ほど申し上げました近年の供給能力の低下ということを考えても、大阪

市単独で見ればまだ余裕があるという状況です。 

ところが、三川合流から下流、淀川大堰内で取水している利水者はたくさんあります。取水量と

水利権量だけを単純比較しますと、すべて足りているということになるんですけれども、そういっ

た供給能力の低下ということまで含めると、逆に足らなくなってしまうというような利水者もあり

ます。そういったものをトータルで見ると、ほぼバランスしているというふうに私たちは考えてご

ざいます。 

 実際は、琵琶湖とダムから補給をされているということになるわけなんですけれども、その下流

の取水のためにある上流ダム容量の一部を三重県に持っていきますと、上流で新たに取水するとい

うことになるわけですので、それは下流の都市用水のための水源がそれだけ減ってしまうというこ

とになります。したがいまして、それはバランスが崩れる方向にいくということでございます。 

 先ほど千代延委員は、どうせ上流でとるんだから変わらないじゃないかということをおっしゃっ

たかと思うんですけども、実際のダム計画といいますのは、上流で取水するから下流は変わっちゃ
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うじゃないかということなんですが、実際は下流に影響のないように取水をする。もうちょっと詳

しく言いますと、水が多いときは上流でとっても下流に取水の影響がないのでそれでいいんですけ

ども、下流で水が足らないようなときに上流でとってしまうと影響が出ますから、そういったとき

は、ダムに水をためたものを補給して取水をするということになります。下流には迷惑をかけない

ような取水の仕方をするというのがダムの利水計画だと。うまく言えてないのでご理解が難しいか

もしれませんが、そういうことでございます。 

○川上部会長 

 千代延委員、お願いします。 

○千代延委員 

 千代延です。今のお話ですけど、この一番困るのは渇水のときだと思うんですよね。ためてない

水とおっしゃいますけれども、要するに、淀川流域ですから、三重県で川上ダムをつくってためた

水からとれば、なるほどおっしゃることはわかるんです。ところが、仮にダムにためなくてそのま

ま流れておると、琵琶湖の水がいつも夏場に足らなくなるわけですね。木津川からずっととる分が

流れていきますと、琵琶湖の流す分をそれだけ少なくすることができるんではないですか。川上ダ

ムをつくってためなくても、琵琶湖というところにたまっているのを流すのが少なくて済むと私は

思うんです。言っていることはわかりますか。私も上手に言ってないんですけど。結果的にはため

ることと一緒なんですよ。木津川の分ね。流れておってためてはおりませんけれども、淀川三川合

流のところまでくれば木津川から流れてくる分だけ、琵琶湖から放流するのを少なくするわけです

ね。ということは、ためているのと同じ効果があると私は思うんです。 

よく大戸川ダムを議論するときに、琵琶湖の水が少なくなるのがたまらんと、ここで大戸川ダム

からかわって水を流して琵琶湖の減るのを抑制するという議論を長いことしましたね。同じことな

んです。と私は思うんです。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川水系総合調査事務所長 久保田） 

 十分理解できているかわからないんですが、琵琶湖の補給といいますのは下流の維持流量とか下

流の都市用水に補給をしていくということで、そのためのものを流しているということになります。

川上ダム、木津川上流のことで考えますと、こういった琵琶湖が一生懸命放流しなければならない

ときには、木津川から流れていく水もカウントしてそれで足りない分をまた琵琶湖から出している

ということになるわけですから、そこで取水なり貯留なりすることはできないわけですね。それは

下流に影響を与えてしまう。だからこそ、水が多いときにダムにためておって、それで取水地点の

水が少ないときもそうですけれども、下流に水が少なくなって、琵琶湖から補給しないといけない
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ようなときには、ダムから補給していって水をとるということをやるわけなんです。 

○千代延委員 

 千代延です。私のもとの考え方がよく説明できてないんですけど、もう一回もとに返りますと、

大阪市の水利権、それは上流でとっているわけじゃないですよね。その分を三重県に渡すと。三重

県に渡すんですよ。そうすると、大阪はどこでとっているかというたら、三川合流より下でしょう。

川上ダムでためてとれば一番何も問題はないんです。しかしためずにとろうと思うときに一番問題

は、夏場の問題、夏から秋にかけての水の少ないときの問題ですわね。 

 ちょっと混乱していますので、後でやります。 

○川上部会長 

 本多委員、どうぞ。 

○本多委員 

 本多です。私が質問したことは答えていただかなかったように思います。代替案については、前

に説明していただいたと思いますし、実際にダムについてはどれだけためてどれだけ流して、どこ

がどれだけ使ってという数値に基づいてきっちり使われておりますから、あらかじめ余裕があるわ

けではないということはよくわかるんですけれども。 

 そういうことを聞いたわけではなくて、実際に融通がつくのかつかないのか、農水なら農水の方

に、実際にこの問題を解決するためにこの代替案を持っていかれて、実際に可能かどうかというお

話をされた上で、断られましたというようなことで無理ですというふうにおっしゃっているのか、

それともその感じの代替案の可能性ですと、数値上いろいろ机の上で検討してみたら無理だったと

いうような、何かそういうふうなニュアンスに聞こえてくるんですね。 

 本当にその努力をした上で代替案について評価を下されたのかなというのが少し疑問だったので、

私は農水の方にそういうふうに話をされたんですかということもさっき聞いたんですが、そのお答

えはなかったように思います。 

○川上部会長 

 河川管理者。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川水系総合調査事務所長 久保田） 

 淀川水系総合調査事務所の久保田です。仮に実際に転用をしようということになりますと、転用

元あるいは転用先、その当事者が合意するということはもちろんですし、関係する利水者とか影響

を受ける河川利用者の同意も必要になってくるということになるわけですが、今そういったことを

おっしゃっているかと思うんですけれども、その以前としてその先ほども説明いたしましたのは、
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転用するような余裕がないということでございます。 

 実際に聞いたかどうかということですが、聞いておりません。 

○川上部会長 

 高田委員、お願いします。 

○高田委員 

 それと、これだけ当初の利水予定者が撤退した後です。ここの水のコストの問題というのが余り

地元の方でも一部の話にしかなってないようなんですが、それでこの利水者は納得できるコストの

話までは入っているんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川水系総合調査事務所長 久保田） 

 久保田です。先ほどの本多委員のご質問に対して先に補足で答えさせていただきますが、すべて

の利水者に聞いたわけではないんですけれども、三川合流下流の個別で見ると、取水量と水利権量

に余裕がある利水者については今後とも水源を保有する意向ということは聞いてございます。 

それから、今のご質問でございますけれども、我々河川管理者として精査確認をするということ

で、これは何回も申し上げておりますようにいろんな制約、権限もないし、はっきり言ってノウハ

ウもそんなに十分でない中で水需要の精査確認ということでご説明申し上げてございます。コスト

等の問題につきましては、これはそこまで踏み込んで精査確認するというのは到底無理だというふ

うに思ってございます。現実、水道事業者として三重県は事業再評価制度の審議も受けておるわけ

ですし、そっちの方でやられているというふうに理解しております。 

○川上部会長 

 河川管理者は、利水撤退によりまして、川上ダムの規模を縮小して実施するというふうな方針を

出していらっしゃるんですが、どのように縮小するのかという具体的な検討の結果というのがまだ

出てきておりません。このままで三重県の0.304ｍ３/ｓの利水を川上ダムにおいて実施するという

ことになりますと、私も三重県人なんですけれども、三重県がどれだけ事業費を負担しなくちゃい

けないのかなということが大変私自身も心配になっているところです。また、水価に関しましても、

これは確かな話ではありませんが、三重県の企業庁は、三重県全体の水道料金の中にこの川上ダム

からの水道の水価をまぜて分散しようかというふうなことも、これはうわさかもしれませんが、そ

ういうふうな処理をしようかということも検討されているとも聞いておりまして、それはちょっと

違うんじゃないかと三重県人として思っているわけです。 

 いずれにしましても、先ほど来河川管理者が水のバランスが狂うとおっしゃいましたが、0.304

ｍ３/ｓでバランスが大きく狂うと私は思えないところがあります。多数の水利調整、水利転用を
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実行するためには非常に多数の関係機関の調整が、複雑な調整が必要になりますけれども、水需要

管理という我々が提案した大きなテーマの実現に向けて、河川管理者が積極的に取り組めば全く不

可能ではないんではないかと、むしろその方が合理的なのではないかというふうに私の個人の意見

としては思っているところです。そして、国や自治体の財政逼迫状況の改善にも貢献できるのでは

ないかということで、英断を持って取り組んでほしいなというふうに思っているところです。 

 ほかにご意見はございませんか。 

千代延委員、お願いします。 

○千代延委員 

 千代延です。先ほどの話はちょっと別に置きまして、水の供給能力が落ちつつある、これは確か

に今ごろの天候からそうなんでしょうけれども、一方で、私より何倍も久保田所長の方が御存じだ

と思うんですが、この十数年確実に大阪府にしろ、大阪市にしろ、実際の取水量、私は毎年８月で

見ておるんですが、確実に減っておると思うんです。利水の実力も落ち続けておるのかもしれませ

んけれども、少なくとも、例えば平成16年、17年の８月の大阪市の平均取水量を見れば、16年は

146万2,000ｍ３。これは速報ですけれども、ことしは144万2,000ｍ３で２万ｍ３減っているんですね。

平成10年であれば167万ｍ３であったと。１年でも確実に減っておるんです。一方大阪府も間違い

なく同じように減っておるんです。今は時間がありませんので数字を申しませんけれども。 

３ ３ そういう中で0.3ｍ /ｓという、日量２万3,000ｍ から5,000ｍ３ですね、それぐらいのものが出

せないだろうかという、そういう視点でもやはりもう一度ご検討をお願いしたいと思うんです。た

だただバランスしないからだめよという突き放しではなくて、そういう事実があるということも、

減少傾向がいつ上昇傾向に転じるかもわからんという論法もあるかもしれませんけど、この傾向は

今の節水機器がずっとまだまだ行き渡る、いいかどうかわかりませんけれども、地下水の利用とい

うのはどんどん進んでます。それは地盤が物すごく下がると、地下水利用のために下がるというよ

うなことになれば、それはまた規制が出るかもしれませんけれども、現在は非常に広がっておりま

す。 

３ しかも2007年を境に人口が減る傾向にある、そういうことからしてこの0.3ｍ /ｓのためにどう

しても水をためるダムをつくらなければならないかということを、その判断が正しいかどうかは後

世でわかるわけですけども、もう少しここで真剣に検討をお願いしたいと思います。以上です。 

〔一般傍聴者からの意見聴取〕 

○川上部会長 

 時間も迫ってまいりましたので、これできょうの意見交換を閉じさせていただきまして、一般傍
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聴者から意見を伺いたいと思います。 

今お二方、３人、たくさんいらっしゃいますね。では、浅野さんの方からお願いします。できる

だけたくさんの人にお話しいただきたいと思いますので、手短にお願いします。 

○傍聴者（浅野） 

 自然愛・環境問題研究所の浅野です。きょうは特に河川管理者が国民、流域住民、また流域委員

会に対し、十分な説明責任を果たしていないということについて、治水、利水、環境の３分野にお

ける例をそれぞれ取り上げお話ししたいと思います。 

 治水については、私の意見書No.610にありますように、岩倉峡入り口部におけるＨＱ曲線につい

て、本来の観測計算断面地点である岩倉観測所（57.3283km）を昨年秋から急に岩倉（57.4km）地

点の横断面を入れた図に変えてきました。そして、それまで１年前から岩倉峡疎通量は、（5313洪

水）の島ヶ原実測値3,050ｍ３ ３/ｓから推定計算して、2,940ｍ /ｓとなると言い続けてきたのが木

津川上流河川事務所自身なのです。 

この後の分は澤井委員によく聞いてもらいたいのですが、岩倉峡地点は、流速測定用のフロート

投下地点ではあっても、量水標もない、橋際の橋脚後渦が10ｍほど影響する場所で、この断面積を

用いた計算記録は全く存在せず、まやかしの計算のために利用しようとしていることは疑う余地が

ありません。それは、計画高水位が観測所地点より31cm低い設定になっているからなのです。 

一昨年から２年間にわたり、住民説明会や住民対話集会において、計画対象洪水は既往 大規

模洪水であった（5313洪水）の実績降雨の流出量で、岩倉峡入り口でピーク流量3,532ｍ３/ｓにな

るため、2,940ｍ３ ３/ｓとの差、592ｍ /ｓに対応する河川整備計画が必要であると説明してきたの

は同じ河川事務所自身であります。それを昨年９月から既往 大降雨量319mmへの引き延ばしによ

り、計画対象洪水をほかに検討する方向へ「ころっと説明を豹変した」のもまた同じ河川事務所で

す。平成５年にそれまで22年間の観測データ及び河道特性の検討をベースに不等流計算をやり、

「計画高水位、標高136.9ｍで3,630.61ｍ３/ｓの疎通量ありと判定した」のも同じ木津川上流工事

事務所なのであります。 

 少し話は変わりますが、流域平均雨量計算に使用した雨量観測所についてですが、太郎生という

ところは流域裏側の高い山の南西斜面にあり、実態はダム上流域と相当にかけ離れ、そういう性格

を持っているのに、なぜこの観測雨量をティーセン参画させるのか大きな疑問があります。 

 さて、利水に移りますが、現伊賀市に対し、水需要の抑制についての要望や詳しい詰めをやって

いないではありませんか。さらに農業用井堰の統廃合が三重県によって木津川上流域で計画され、

一部施工もされている状態の中で、農業政策として減反も３割以上になり、減反以外でも耕作地放

-46- 



■木津川上流部会意見交換会（2005/9/12）議事録 

棄が進んでおります。農業用水の実利用が相当減少しているのが実態です。この洗い直しとそれに

基づく実情の農業用利水量の把握ができていません。「精査・確認」と言いながら、各利水者の

「水需要詳細の実態」、とりわけ「利水転用による水需要の調整」について、やる気もないと言わ

ざるを得ないのは非常に納得しがたいもので、税金のむだ遣いを奨励しているようなものでしょう。 

環境調査については全く不十分で、例えばオオサンショウウオの生態個数についても「生息総数

の近似値」さえ確認できていず、前深瀬川流域だけで450から1,800個体を推定するといういいかげ

んさであります。また、移転試験で36％が再確認できたことは非常に発見確率が高いと自画自賛し

ていますが、逆に標識をつけてそれを探して、それだけしか見つからなかったことは、64％全部が

死亡した可能性が非常に高いと言わざるを得ないのです。 

 さらに幼生の実態と生息総数においては真っ暗も同然で、このような実情の中で何が保全対策が

できましょうか。そのエサとなる魚類、サワガニ、その他のもののブロックごと、井堰から井堰間

の定量観察、河岸を初め河川環境の綿密な調査なくして何が「上流移転による保全」なのか、水資

源機構が立ち上げた委員会がどんどんうさん臭いものと映ってきました。 

重要な動物の種84、植物の重要な種71、この中にはイガネザサ、タナオスミレなど、青山町史に

掲げられている希少種が抜けてもいますが、その保全対象は動物で３種類、植物で14種しか挙げて

いません。これらについてもダム湛水域及び周辺だけでなく、つけかえ県道、市道、工事用道路、

その他関連工事全般にわたり影響ある地点の定量調査がくまなく行われているわけではありません。 

○川上部会長 

 手短にお願いします。 

○傍聴者（浅野） 

 後に言いたいのは、ダム建設促進のため、不都合なものを意図的に見逃したり、隠したり、う

そをついたりしているのではないかという疑念がますます大きくなってきているということです。

以上です。 

○川上部会長 

 はい、次の方お願いします。女性の方。 

○傍聴者（浜田） 

 「伊賀・水と緑の会」の浜田と申します。意見は事前に送付しましたのできょうの資料に付けて

いただいています。それ以外にきょうの会議を傍聴していて、お聞きしたいことが１つ出て参りま

したので、それを申し上げたいと思います。 

 「浅層曝気設備」というものを高山ダムに設置しているといわれていたのですが、その費用対効
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果を教えていただきたい。私は、川上ダム計画地の付近に住んでいるのですが、そこは、こちらの

大阪から見ましたら、大変な田舎であります。木津川の 上流、伊勢湾に流れゆく川との分水嶺の

付近なわけです。したがって水や空気、そういうものが汚れていないし、豊かなのです。ですから、

大阪からも多くの人々が移り住んでいる、移り住みたいと思う、そんな所に暮らしておりまして、

何故、ダムの水を飲まなきゃならないんでしょうか。そういう大きな疑問があるわけです。以上で

す。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございました。次の方。その近くの隣の女性の方。 

○傍聴者（新保） 

 大阪自然環境保全協会の新保です。 

 ８月20日名張シティーホールで住民説明会がございましたときに、川上ダムオオサンショウウオ

調査・検討委員会の議事録を見せていただきたいと西野委員が言われております。これは提出され

ましたでしょうか。私が直接お聞きするわけにいきませんので一度部会長の方から河川管理者にお

聞きいただきたいと思います。 

 以上です。 

○川上部会長 

 次の方どうぞ。 

○傍聴者（森本） 

 伊賀市から来ました森本と申します。 

先ほどからいろいろの質問や意見が出てますのでなるべく重複せんようにいきたいと思いますが。

まず、生態問題についてといいますか環境問題について、この生態調査というのを主導されておる

学識経験者というんですか、これはどういう方なのかと言うても返事はできないかと思いますけれ

ども、まず私の観点から見れば生態調査のＡＢＣが余りわかっていないと思います。例えば、さっ

きのオオサンショウウオについても何匹おってどうやということは出てきますが、それの生態学的

な生活型といいますか、これについては何も触れられていない。例えば、一番大事なのは、何でこ

の川上川にオオサンショウウオが多いのか、ほかの日本中の川に比べて圧倒的に多い。伊賀の中で

も僕は服部川の上流の方におりますが、オオサンショウウオはちょいちょいおります。しかし、圧

倒的に川上川に多いんです。なぜそれが多いのかということをまず調べなきゃならない、調査しな

きゃならない、その理由をはっきりさせなきゃならない。これがまず１点。 

 それから、オオサンショウウオの親ばっかり調べておってもあかんので、子供がどういうふうな
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状態になっておるか、つまり幼生の生活型、何をどのぐらい食べて何年ぐらいたって親になってく

るかという一定の見解は出ています。しかし川上川のサンショウウオはどうか、ここは明らかにし

なきゃならない、ほかのやつと違うかもわかりません。それから、幼生が食べる食べ物が何だと、

これも一般的には言われていますが、川上川の場合にはどうかと、その食べ物が、例えば上流へ移

すとすれば定量的に間に合うのかどうか、定量調査が全くなされていない、こういう点では生態学

調査のＡＢＣがわかっていないと言わざるを得ないと思います。 

 次に、重複せんようにしますが、オオタカについてです。オオタカについてはこれも簡単に言い

ますが、営巣のつがいを使って何ぼ子供がかえったかということは調べられておるようですが、ふ

だんどんな生活をしておるのか、つまり卵をかえしていないふだんの状態がどうなのか。その場合

に一つがいがどれだけのテリトリーを持ってどういう範囲でどのぐらいおるのかと、全く触れられ

ておりません。これもきちっと調査してやらなきゃならないと思います。そうでないと保護できま

せん。 

 それから水質について申し上げます。水質についてはきょうつくっていただいている委員及び一

般からの意見というプリントの 初に№615、ここに私がちょっと書いてます。それでめくったと

ころを見てください。特にこれは淀川水系委員会木津川上流部会殿と書いてますが、国土交通省の

関係の方はきちっと読んでいただきたい。まず、この先ほど質問がありましたが、高山ダムの水質

汚濁について曝気装置を４基入れたとか、一体１基はいくらするのかと、それから深層はどうなる

のかと、これも何基入れるつもりか、何億円もかけてダムをつくって、ためたらまた浄化せんなら

んと、そんなダムがどうして必要なのか、その辺を解明していただきたい。川上ダムについても同

じことが起こるんじゃないか、この予測はどうされているのか。 

それから、プランクトンの発生なんです。これは、そこにも書いてありますようにダムの水が動

いておるか動いてないか、つまり一般的に言うならば流れダムなのか、とまりダムなのか。川の水

が動いておればプランクトンは発生しません。そこが一つのポイントになると思います。川上ダム

はどちらのダムに属するのかもちゃんと調べてみえると思います。 

そのダム湖というのは、とまりダムならば必ずプランクトンが発生します。そして、ダムは年々

富栄養化していくというのはもうはっきりしているわけです。だから、どの程度に富栄養化してい

くのか、ここのところを明らかにしなければダムの将来は予測できません。 

真ん中ごろにちょっと書いてますが、ダム建設の対応だけではなくダム建設を計画する段階で一

体この場所にダムをつくればどういうプランクトンが発生してどれくらい出現するダムになるか、

このことは前もって予測しておかなきゃだめなんです。何年後にどのぐらいの進行が起こるかとい
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うことを予測しておく必要がある。川上ダムはその予測ができているのかどうかということです。 

 そして、この。 

○川上部会長 

 恐れ入ります。手短にお願いいたします。 

○傍聴者（森本） 

 では、 後にまとめます。このダムは一般の人たちに説明されているというかダムの建設に賛成

者の方々の意見を聞きますと、「私らは説明を聞いたときには、遊水地の提供者や立ち退いた人々

は、ダムをつくるから認めてくれということで納得したんだ」とおっしゃいます。それは今から40

年ほど前の話なんだ。40年前には環境問題については全然議論されていなかったはずです。これは

国の法律でもそうです。 近40年ほど、ほかのところでダムをつくってから、大変なことが起こっ

てきたというので法律が変えられたわけです。 

 国土交通省の方々はそのことをダム建設賛成者に十分説明して、現状はこうなんだと。ダムの環

境問題から見ればダムはつくらない方がいいんだと、もうはっきりしているんです。その辺をちゃ

んと説得しなきゃ賛成者は納得しないと思います。国土交通省の方々はそういう説明を前にやった

んだから、その説明は今違ってきているんだということを、頭を下げて説得に行くべきだと思いま

す。以上です。 

○川上部会長 

 はい，ありがとうございました。 後、お一方だけお願いいたします。 

 野村さんでしょうか、お願いします。 

○傍聴者（野村） 

 関西のダムと水道を考える会の野村でございます。利水について２点申し上げます。 

 きょうの委員及び一般からのご意見の中で１つ、No.604に書いておりますのは、要するに青蓮寺

ダムに対して大阪市が約１ｍ３/ｓの水利権を持っている、しかし大阪市は非常に水を余らせてい

る、だからこのうちの0.304ｍ３/ｓを利用して地元に既にある農業施設を利用すればよいではない

かと、こういう意見なわけです。これに対しまして、きょう河川管理者の方からはバランスの問題

があるということをおっしゃったんですが、しかし、数量を考えていただきたいと思うんです。大

阪市は淀川下流部に何ｍ３ ３/ｓの水利権を持っているか、これは30ｍ /ｓ持っているわけです。そ

のうちの10ｍ３ ３/ｓを余らせているわけです。10ｍ /ｓ余らせている大阪市から0.3ｍ３/ｓだけを分

けてもらおうという話です。これは誤差範囲ですよね。 

もう１つ思い出していただきたいことは、そもそも淀川下流部で水資源開発量が全部で幾らある
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３ ３かということです。大阪市の30ｍ /ｓも含めまして120ｍ /ｓ、これが計画値です。しかし、河川

管理者は利水安全度が低下していると、78％で見るべきだと言っているわけですが、それをしたと

ころで100ｍ３/ｓ、これだったら過去平成６年の も取水量が多かった日、ある一日の 大取水量

とほぼ一緒だからかろうじて今バランスがとれているんだと、これ以上とってもらうことは困ると、

こういうようなお話ですが、しかし千代延委員からもありましたように水の取水量はどんどん減っ

てきております。人口もどんどん減少していきます。とにかく120ｍ３ ３ ３/ｓ、100ｍ /ｓ、30ｍ /ｓ

と、こういう中でのわずか0.3ｍ３/ｓの話であるということを思い出していただきたいと思います。 

 きょうは出ておりませんが、もう１つの意見書No.600では比奈知ダムですね、比奈知ダムに京都

府が持っている0.6ｍ３ ３/ｓのうちの0.3ｍ /ｓを利用する手もあるのではないかというのが我々の

意見です。これについてはきょう河川管理者の方から下流の方では三重県に譲る余裕はないという

回答をもらっているということでしたが、しかし読んでいただいたらわかりますように京都府の木

津浄水場ですね、ここで取水する予定になっておりますが、木津浄水場は既に施設を完了しており

ましてここでは比奈知ダムの0.6ｍ３ ３/ｓの水利権のうち0.3ｍ /ｓをとればもう十分やっていける

という施設になっております。しかも、京都府営水道は全体で統合水運用を既に実施しております

から、残りの0.3ｍ３ ３/ｓ分について新たに今後とる予定はありません。ですから、この0.3ｍ /ｓ

はまるっきり将来的にも余っているはずです。以上です。 

○川上部会長 

 あと二方ですね。もう 後まで。では、酒井さんお願いします。１分程度でお願いできますか。

もう大分おくれておりますので、すいません。 

○傍聴者（酒井） 

 今の水需要の関係ですが、今も野村さんがいろいろ言われたのですが、国土交通省の児玉さんの

話を聞きますと、調査官がもう１人おられるんですか、ちょっと名前を忘れましたが、農水の関係

も意見が出ました。まさに今野村さんがおっしゃった京都の新規利水権の話が出ました。これだけ

のダムをつくるお金を、こういう過大な事業をやるのに水需要の精査を各自治体に対して物が言え

ない自治体に任せておくとかということ、これは一体どういう計画で何を考えてやっているのか、

一般住民、流域の住民というのは根本的にこれがわからないんじゃないかなというような気がしま

す。 

 私も個人的に京都府の企業局で流域委員会（近畿整備局）から求められた利水量について、こう

こうこうですよという話を聞きまして、宇治府営水道とかに問い合わせましたが、京都府企業局が

言うのにはそれぞれの市町村に任せきりで、府がそれを指導できないということです。一般的には
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過大見積もりがされているんじゃないかということです。 

 それは各自治体に皆言えるわけです、淀川流域全体が、上、中、下流域も含めて。この辺の議論

をもっと深めてください。近畿整備局もよそのことであるから、水道料金の問題もあるからという

ことで逃げている。そんな事でまともな河川整備計画というのはできるんでしょうか。以上終わり

ます。 

○川上部会長 

 後の、畑中さんですね。いつも発言者が同じなのでもう名前を覚えてしまいました。 

○傍聴者（畑中） 

 川上ダムの建設予定地の地元、阿保というところに住んでいます畑中尚です。 

 いろいろとご議論を聞いておりまして、これでいよいよ住民合意形成といいますかどうしていく

のかな、国土交通省・河川管理者がやっぱり責任を持ってこれを説明していかなきゃならないなと。 

 きょうはこれ木津川上流は３回目ですが、２回目で名張でやったときにダムはやっぱり必要なん

だと、40年前国土交通省は約束したじゃないか、遊水地とダムはセットで上野北西部の浸水被害を

解消すると、そのときは解消と言わないでなくすと言うんですが、ダムをつくる一番の基本が実施

方針の指示というのがあるんですね。ダムの高さ、規模、事業費、それからこのダム建設にかかわ

ってだれが参画するか。治水においては大阪府、金盛さんはその当時一生懸命川上ダムに参画した

と思う、京都府、三重県ですね。利水においては今も議論になっておるように西宮、奈良県、三重

県と。こういう人たちが今ここで議論しているのは上野の浸水だけ、伊賀市の水道水だけ、それで

巨大なダムを建設する、この議論はどうしても私は理解できないんです。 

 本当にいまだに有効であり必要なダムであれば実施方針の指示に基づいて、この原点に戻って議

論すべきじゃありませんか。大阪府や京都府は治水について近年一言も発言していないように私は

思います。これではこのダム建設は全く必要でないというふうに結論づけなければならない。この

ように思うんですが、金盛さんいかがですか。 

○川上部会長 

 後に細川さんですね。お願いします。 

○傍聴者（細川） 

 名指しありがとうございます。尼崎市の細川です。 

 今傍聴者の方々がおっしゃっていたものの参考になるかどうかわかりませんが、一庫ダムは現在

のところ深層曝気設備を旧式のものを１基稼働させて、ことしから新たに２基稼働させているとい

う状態です。その２基の購入費用ですが、8000万だそうです。一庫ダムも 初のころは泳げるほど
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きれいだったそうですので、水質の問題が起こったのは運用が始まって大分たってからじゃないか

と思うんですけれども、一庫ダムが運用されてから32年たっています。ですから、曝気設備がどん

なに長くもったとしても30年はもたないということになります。これだけのものを運用していく費

用を三重県が負担していくのかどうか私はとても疑問に感じています。 

 もう１点お願いします。もう１点ですが、きょうの資料の中で資料の２の、前に出された資料は

２－３ですが、これには代替案とダムの比較がちゃんとできています。ところが、今回資料の２－

８のものになると代替案と代替案プラスダムの比較になっています。これではダムの効果を比較す

ることにはならないと思います。 

 それにもう１つは、今新たに代替案として検討してほしいと要望しているのは岩倉峡の部分開削

です。これに関してでも猪名川では今現在銀橋狭窄部の開削を1,100ｍ３という計画になっていま

す。これで下流部は河道掘削で対応できるということになっています。それでしたらば、十分木津

川でも検討する余地があるのではないかと思いますので、できれば 大開削できる可能性のある範

囲で代替案の検討をしていただきたいと思います。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございました。 

約20分超過いたしましたことをおわびいたします。貴重なご意見ありがとうございました。これ

をもちまして木津川上流部会の意見交換会でしたが、終了させていただきたいと思います。 

 庶務にマイクをお返しいたします。 

○庶務（みずほ情報総研 鈴木） 

 それでは淀川水系流域委員会第３回木津川上流部会を閉会させていただきます。 

 ありがとうございました。 

机上資料のピンク色のファイルですが、これは持ち帰りにならないようにお願いいたします。よ

ろしくお願いします。 

〔午後 ５時２３分 閉会〕 
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■議事録承認について 

第13回運営会議（2002/07/16）にて、議事録確定までの手続きを以下のように進めることが決定さ

れました。 

１．議事録（案）完成後、発言者に発言内容の確認を依頼する（確認期間２週間）。 

２．確認期限を過ぎた場合、庶務から連絡を行う。要望があった場合、１週間をめどに期限を延

長し、発言者にその連絡を行う。 

３．延長した確認期限を経過した場合、発言確認がとれていない委員に確定することをお伝えし、

発言確認がとれていない委員を議事録に明記したうえで、確定とする。 
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